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平成２１年第１回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２１年３月９日（月曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程議事日程議事日程議事日程    

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 一般質問 

 

◎出席議員出席議員出席議員出席議員（（（（１１１１６６６６名名名名））））    

  議 長  林   国 夫 君 

  副議長  内馬場 克 康 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 田 正 則 君 

   ５番  高 橋 幹 夫 君 

   ６番  阿 部 義 一 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

   ９番  白 木 優 志 君 

  １０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １２番  本 郷 幸 治 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １５番  谷 村 孝 一 君 

 

◎出席説明員出席説明員出席説明員出席説明員    

 市     長  桜 井 道 夫 君 

 副  市  長  斎 藤 正 紀 君 

 総 務 部 長  安 田 昌 彰 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  岡 嶋 博 文 君 

 農 政 部 長  林   信 孝 君 

 都市整備部長  山 口 隆 慶 君 

 消  防  長  佐 藤 賢 治 君 

 総務部総務課長  小 橋 一 夫 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 教  育  長  板 東 知 文 君 

 教 育 部 長  前 田 敏 和 君 

 

 選挙管理委員会委員長  後 藤 泰 彦 君 

 事 務 局 長  大 道 良 裕 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  林   忠 男 君 

 

 監 査 委 員  扇 谷   均 君 

 監査事務局長  嵯 峨 和 樹 君 

 

◎欠席説明員欠席説明員欠席説明員欠席説明員    

 市立美唄病院事務局長  奥 山 隆 司 君 

 

◎事務局職員出席者事務局職員出席者事務局職員出席者事務局職員出席者    

 事 務 局 長  藤 井 英 昭 君 

 次     長  中 平 匡 司 君 

 

午前１０時００分 開議 

 

●議長林 国夫君 これより本日の会議を開

きます。 

 

●議長林 国夫君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。 

   ３番 五十嵐聡議員 
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   ４番 高田正則議員 

を指名いたします。 

 

●議長林 国夫君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。 

 発言通告により、順次発言を許します。 

 １０番、小関勝教議員。 

●１０番小関勝教議員（登壇） 平成２１年

第１回定例会に当たり大綱３点について市長

並びに教育長に質問をいたします。 

 大綱１点目は、環境行政についてでありま

す。同僚議員から同趣旨の質問がありました

が、視点が違いますので質問をします。 

昨年も最終処分場に関して、種々質問を行

ってまいりました。処分場建設時においての

埋め立て計画では、平成１９年から３３年の

期間、約１５年間とされております。埋め立

て総量につきましては１０万５，０００立米

とし、平成１９年から２３年までの５カ年は、

６万８，０００立米、年間約１万６，０００

立米と計画をされ、さらに、平成２４年から

１０カ年で３万７，０００立米、年間約３，

７００立米とされています。当初５年間は生

ごみ等可燃ごみを含めた計画。平成２４年か

らは可燃ごみは別処理すると計画されていま

す。そこでお聞きをいたします。 

１つ目は、昨年もこの協議会等について質

問をしたところでもありますが、その後この

１年間南空知地域ごみ処理広域化検討協議会

での議論経過について内容等について御質問

をしたいと思います。 

２つ目は、１９年供用開始以降約２年間の

総排出量とその当初計画対比はどうなってい

るのか。また、可燃、不燃、資源ごみの分類

別対比はどうなっているのか。あわせて事業

系ごみ排出量はどうなっているのかお聞きを

します。 

３つ目は、ごみ有料化に伴い、従来より減

量化が図られることを目標としていましたが、

減量化対策をどのように講じられたのか。ま

た、ごみ減量化に向け生ごみのコンポスト化

は、市内全体でどの程度進められているのか、

具体的な事例があれば、その内容もあわせて

お聞きをします。 

４つ目は、全国各地で生ごみの堆肥化を図

るべく努力をされている自治体があります。

これらの調査、研究に取り組んでいるのか、

このこともお聞きをいたします。 

大綱２点目は、農業行政についてでありま

す。国は、国内食料自給率向上を図っていく

べく、平成２１年度予算に農水省において非

食糧米、俗に言う餌米ですけども、この餌米

や、米粉用の作付面積に対しこれらを転作面

積に取り入れ、１０アール当たり５万５，０

００円の助成を予定されています。美唄市も

平成１０年から米粉に関して道内では先んじ

て取り組みを行ってきております。 

また、種々の活動も展開をしていますが、

いまだその方向性が見えません。一方では米

価等の下落により、農業所得は年々減少傾向

にある中、国の新たな施策、農地改革プラン

も打ち出されたこの時期、市としてしっかり

した農業対策が求められていると思います。

そこで、本年度より実施されるこれらの事業

内容について、また、美唄市における、事業

の取り組み経過があるのか、お聞きをします。

一方、今後米粉はもとより、小麦、大豆等付

加価値をつけた商品開発、研究を進めると共
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に、需要拡大や販路開拓にも取り組んでいく

ことが、急務だと考えていますが、このため

にも、農産物加工処理施設の早期取り組みは

不可欠と考えますが、市長の考えをお聞かせ

いただきたいと思います。 

次に、大綱３点目は、教育行政についてで

あります。 

１つ目は、教育行政執行方針の中でこれま

で培った地域の教育資源を生かした特色ある

教育を推進すると共に、自ら学ぶ力を育み、

主体的にまちづくりに参加をするなど、社会

全体が連携をして教育に取り組むことが求め

られると、こう言われました。 

そこで、自ら学ぶ力を育むとは、どのよう

なことを教育に取り入れられるのか、具体的

な取り組みがあるのか、お聞きをします。 

２つ目に、公立高等学校配置計画に伴い、

平成２３年度に市内の両校が再編統合される

に当たり、美唄高校問題対策協議会で検討さ

れ、昨年６月１９日、７月２９日、８月１８

日そして９月２０日と計４回議員協議会に経

過また説明の報告がありましたが、平成２３

年度実施に向け、検討また対応等の期間も限

られた時期を迎えているのではないかと思い

ますが、再編統合に向けた具体的動きがある

のか、お聞かせいただきたいと思います。 

以上この場からの質問を終ります。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 （登壇） 小関議員の質

問にお答えします。 

初めに、ごみ最終処分場について。南空知

地域ごみ処理広域化検討協議会の検討内容に

ついてでありますが、これまで、生ごみを含

む可燃ごみについて、平成２４年度から広域

処理を行うこととして施設の設置場所の選定

及びそれに伴う収集運搬や分別の方法など、

さまざまな検討を行ってまいりました。しか

しながら、各自治体のごみ処理方式の相違や、

広域処理の条件が大きく変化してきたことな

どから、広域処理のスケールメリットを十分

に生かすことが極めて難しい状況にあると判

断し、幹事会において、焼却施設の建設を断

念したところであります。本市といたしまし

ては、このことを踏まえ、今後新たな広域処

理の可能性など焼却にかわる処理方式の協議

を進めるとともに、本市独自の自己処理方式

についても引き続き検討してまいりたいと考

えております。 

次に、有料化後の減量化施策についてであ

りますが、ごみの減量化とリサイクルの推進

を図るためには、市民の皆さんのご理解とご

協力が不可欠なものと考えております。この

ため、平成２０年度には広報紙による特集記

事｢どうなっているの家庭ごみ｣及びごみ分別

辞典を各家庭に配布するなど、ごみの減量化

のＰＲに努めてきたところであります。また

生ごみの処理の対策として、平成３年度から

平成１２年度まで合計２，００５個の生ごみ

堆肥化容器の購入を助成するなど、家庭での

堆肥化に向けた取り組みを進めてきたところ

でございます。市といたしましては今後も広

報紙や出前ミニ講座などを活用し、生ごみの

堆肥化のＰＲなどについて普及啓発に努め、

ごみ減量化に積極的に取り組んでまいりたい

と考えております。 

次に、生ごみ堆肥化の調査研究についてで

ありますが、道内では３８の市町村が施設を

整備し、堆肥として利活用していると承知し
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ておりますが、生ごみを分別し、資源化する

ための収集運搬や中間処理施設建設コストの

面などにおいて課題があると考えております。 

また、地球温暖化の防止や循環型社会の構

築に向け、生ごみの堆肥化に取り組む自治体

が多くなってきており、こうした中で、北九

州市などが取り組む大豆を発行させるテンペ

菌を使った魔法のバケツと言われている容器

で手軽に堆肥化する事例は参考になる取り組

みであると考えており、こうした事例を含め

さらに調査研究を進めてまいりたいと考えて

おります。 

次に、農業行政について、水田の生産調整

に伴う農水省新規事業内容についてでありま

すが、この事業は食料自給率向上に向け、大

豆、麦、飼料作物、米粉、飼料用米等の需要

に応じた生産拡大を支援する事業であります。

対策期間は平成２１年度から２３年度までの

３年間となっており、各農協の地域水田農業

推進協議会が事業実施主体となり、生産調整

実施者に交付されるもので、助成単価につい

ては米粉などの新規需要米で１０アール当た

り５万５，０００円、麦、大豆、飼料作物に

ついては、１０アール当たり３万５，０００

円が交付されます。 

また、この助成金は生産調整実施者が転作

面積を拡大した部分が対象となり、さらに播

種前契約などが要件になっております。この

事業は、食料自給率向上から打ち出されたも

のでありますが、助成用件等の検討を踏まえ、

今後販路の確保も含め、市としてはその活用

について農業団体等と協議してまいりたいと

考えております。 

次に、農産物加工処理施設についてであり

ますが、米、麦等をパンや麺などに加工し、

付加価値を高めることは農家所得の向上や本

市の農業振興上からも重要と考えており、こ

れまでも市内事業者や関係団体等と連携を図

りながら、美唄産米粉や小麦粉を使った商品

の開発、試食会の実施、米粉のパンや麺の学

校給食への導入のほか、開発された商品を市

内外のイベントでのＰＲ販売や、ポータルサ

イトＰＩＰＡでのネット販売等の支援に取り

組んできたところです。加工施設については、

消費者ニーズや販路、コスト等さまざまな課

題がある事から、今後さらに調査検討してま

いりたいと考えております。 

なお、最終処分場のごみ埋め立て量などに

つきましては、市民部長から答弁させていた

だきます。 

●議長林 国夫君 市民部長。 

●市民部長岩本良一君 最終処分場のごみの

埋め立て量などについて、私から答弁させて

いただきます。 

最終処分場のごみの埋め立て量などについ

てでありますが、平成１９年度は可燃ごみが

５，６２０立方メートル、不燃ごみが４，８

７５立方メートル、合わせて１万０，４９５

立方メートルの埋め立て処分を行っておりま

す。平成２０年度は本年２月末現在可燃ごみ

が３，８８４立方メートル、不燃ごみが２，

０７７立方メートル、合わせて５，９６１立

方メートルの埋め立て処分を行っております。

この結果、供用開始から本年２月末日現在ま

での総埋め立て量は、１万６，４５６立方メ

ートルとなっており、計画時における当初２

カ年の埋め立て量２万４，３５１立方メート

ルに対し、約６７％の埋め立てとなっており
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ます。これを計画時における平成３３年度ま

での総埋め立て量約１０万５，０００立方メ

ートルに占める割合で申し上げますと、約１

６％となっております。 

また、平成１９年度の事業系ごみの排出量

につきましては、全体の処理量の約２割程度

で、３，２００トンと推計しております。 

なお、資源ごみの排出量につきましては、

最終処分場に埋め立ててはおりませんが、平

成２０年度で申し上げますと、２月末現在プ

ラスチック３６９．８２トン、段ボール４０

０．３０トンの他、空き瓶、空き缶など合わ

せて１，３８５．２９トンとなっております。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長板東知文君 （登壇） 小関議員の

ご質問にお答えいたします。 

自ら学ぶ力の具体的な取り組みについてで

ありますが、厳しい環境のもとで地域社会の

未来を切り開いていくためには、地域に生き

る大人達がこれまで培ってきた知識や経験な

ど生きる力をしっかりと、次代を担う子供た

ちに伝えていくことが、ますます重要となっ

ております。 

このため、地域の自然、歴史、生活文化な

ど私たちの暮らしそのものを教育資源として

とらえ、最大限生かしながら、子どもたちと

共に地域住民自ら地域に根差し、暮らしから

学ぶという地域の教育力を高めていくことを

目指し、今年度新たにグリーンルネサンス推

進事業に取り組むこととしております。この

事業は小学校における農業科設置に向けた調

査検討を行う、小学校農業科設置調査検討事

業と、自然環境を生かした体験学習として宮

島沼水環境調査学習事業に取り組むこととし

ております。事業の主な内容を申し上げます

と、初めに、小学校農業科設置調査検討事業

につきましては、本市の基幹産業である農業

の持つ教育的価値に着目し、小学校における

農業科の設置に向けた、調査検討を進め、平

成２２年度以降において小学校の教育課程の

中に一定時間農業体験活動を当てる時間を確

保し、土づくりから種まき、生育、収穫、加

工、調理、食に至る一連の流れを体系的に学

習する仕組みづくりを行なうこととしており

ます。仕組みづくりに当たりましては、地域

の農業者や関係する団体等による小学校農業

科設置検討委員会を設置し、研修会やシンポ

ジウムなどの事業を行うほか、モデル校の指

定や事業を支援する農業支援員の委嘱、副読

本作成について検討する編集委員会を設置す

ると共に先進地における具体的な取り組みを

調査する機会も確保してまいりたいと考えて

おります。このことにより、子どもにとって

は学ぶ意欲や主体性が高まり、地域の農業に

誇りを持つこと、学校にとっては地域との連

携が深まり、地域に開かれた学校となること、

農業者にとっては農業の理解者や支援者が育

成されること、地域にとっては学校を中心と

する地域コミュニティーの力が強まることに

つながるものと考えております。 

次に、宮島沼水環境調査学習事業につきま

しては、宮島沼水鳥･湿地センターを中心とし

て、宮島沼の湿地における植物の生態の観察

を季節を通じて調査することにより、自然の

神秘さや多様性、人と自然とのかかわり、生

命の大切さなどを体験的に学習しようとする

ものでございます。教育委員会といたしまし

ては、この事業に取り組むことにより、子供



 - 86 - 

たちの豊かな心、社会性、主体性などを培う

ことで、生きる力の育成を目指すとともに地

域の大人たちが積極的にかかわりを持つこと

により、地域社会全体が連携して教育に取り

組む体制づくりが、進められるものと考えて

おり、生涯学習の推進にもつながるものと考

えているところであります。 

次に、公立高等学校配置計画の取り組み経

過についてでありますが、昨年の９月３０日

以降の経過等につきましては、昨年１１月に

新たな高校づくりに向けて、児童生徒や保護

者などの意見要望を把握するため、高校関係

者を始め、中学校の校長や、小中学校のＰＴ

Ａを構成員とする新設高校検討懇話会を設置

し、アンケート調査を実施すると共に、この

結果を踏まえ、美唄市民が望む高校像につい

て期待される高校像、地域に開かれた学校、

充実した指導体制の３点にまとめました。こ

れらの内容につきましては、広く市民の皆さ

んに周知すると共に、美唄高校と美唄工業高

校の教職員で組織される統合準備会へ要望し

てまいります。両校の統合に当たりましては、

今後とも高校問題等対策協議会を中心に北海

道教育委員会をはじめ関係機関との連携を図

り、新たな高校づくりが円滑に進められるよ

う努めてまいります。 

●議長林 国夫君 １０番、小関勝教議員。 

●１０番小関勝教議員 それぞれ答弁いただ

きました。ありがとうございます。自席から

何点か質問をさせていただきたいと思います。 

１つはごみ問題ですけども、先ほど計画対

比における分類別の排出量についてお答えを

いただきました。当初計画では埋め立て供用

期間１５カ年で、先ほども言いましたが、埋

め立て量が１０万５，０００立米で供用開始

をし、まだ２年ほどですが、既に１万６，０

００立米の量になっております。計画量対比

では搬入量は下回ってはいるものの、平成２

４年度から不燃ごみで実際にこのことができ

るのか。 

また、現状どおりでこの排出量のままでい

くと、実際にこの１５年この処分場はもたな

いのでないかと、こんな心配も実はしている

ところでございます。昨年の３月での一般質

問の答えでも費用対効果の視点からも自己処

理方法を検討するということでした。 

また、今回の答弁につきましても、自己処

理方法等を検討するという事で、この１年間

でどのような方法が見出せたのか。ちょっと

この１年間の、その協議会の検討内容が進ん

でいないような気がすることと、あわせて美

唄市が取り組んでいかなければならない、そ

の方向性がちょっと見えていないなと、こん

な気もしますので、改めてこのことについて

お聞きをしたいと思います。 

２つ目に分類別ごみの問題ですけども、各

家庭からそれぞれ、コピー用紙等紙類の排出

が多く目立つようになっております。私たち

の町内会でも年２回、春と秋に新聞、古雑誌、

段ボール、ビン等の改修を行って、町内会の

活動の一部としているわけです。 

しかし、コピー用紙等の引き取りがされな

い為にどうしても燃えるごみで出さざるを得

ない。実際にこれらのコピー用紙等について

も資源ごみとして活用することが大切でない

かなと、このように思っています。 

今後、家庭において可燃ごみの中でも分類

すべき、こういう質問もいたしましたが、昨
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年の委員会での答弁には分類による収集に経

費がかかると、このように担当の方で答えら

れました。その費用と最終処分場との延命、

そして資源ごみの売却代金と恐らくそれぞれ

も収支計算をして、そういうふうにお答えに

なったんだなと思っておりますけども、この

ことについては、どういう試算を立てたのか

わかりません。このことについては今ここで

改めて内容等をお聞きする気はありませんけ

れども、そこで、ひとつお聞きをしたいのは、

庁舎内でこのような使用済みのコピー用紙、

これらの処分を、また処理をどのようにされ

ているのか。 

また、関係書類等、保存期間が切れた庁舎

内での資料等が多く出ているのではないかな

と思いますけれども、これらの保存期間を超

えたものについて、年間どれぐらいの量が出

されていて、どのような処理をされているの

か、お聞きをしたいと思います。 

３つ目に農産物加工処理関係ですけども、

米粉に関しては取り組みを行って、もう既に

１０年以上経過しています。岩見沢では３年

ほど前に米粉に取り組み試験機等を導入し、

そして今岩見沢市と農協が米粉事業推進協議

会を立ち上げました。２月２０日に岩見沢の

サンプラザで岩見沢業者のみならず美唄や滝

川、深川のそれぞれのお菓子メーカーの方々

１２社がケーキやシフォンケーキ等、それら

の試食会を行っています。これらについても

今後さらに商品開発、販路拡大に向ける協議

会は米粉製品のブランド化を目指すというこ

とで、空知管内の業者の方々を１体として米

粉をＰＲできる組織を設立することを検討し

ていると、今言われています。最近ではマス

コミ、テレビ等、米粉に関する番組が数多く

取り上げられています。実際に現在、米つぶ

の消費は減少傾向にありますけれども、米粉

にする事で、いろんなジャンルで消費等が期

待をされているのもまた事実です。これらの

期待に応える為に、今回農水省も米粉用生産

に助成を図るというふうに取り組んできたん

ではないかなと思っております。美唄市の場

合は取り組みは早いけれども、その後の対応

は全て後手後手に回っている気がしてなりま

せん。基幹産業は農業だと言いつつもこれら

の農政対策が全く見えていないと、言わざる

を得ない状況です。 

全道１８０市町村で農産物の加工所処理施

設を有していないのは、本市美唄市１行政だ

けです。既に食の駅構想を打ち出してもう５

年を迎えています。全体構想を１度に全て行

うということではなくて、農産物も、農産物

の高付加価値を高める為にも、少なくても１

次、２次加工対策を早急に進めて、農業所得

の確保につなげればならないんではないかと。

ひいては市の財政の底上げにもつながると思

います。 

先般の、第２回臨時議会補正予算に農産物

高付加価値推進事業、こういう中で米粉や小

麦の加工開発、普及啓蒙活動に予算が組まれ

ています。これはこれとしても、加工開発や

普及啓発をするためにも、加工処理施設が大

変必要な要素になると思います。このことに

対しての市長の見解をお聞きをしたいという

ふうに思います。 

また、先ほど教育長の方で御答弁をいただ

きましたが、美唄市は、当然基幹産業は農業

だと再三言われております。今回のグリーン
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ルネサンス推進事業、これは小学生に地域の

農業に関心を持ってもらったり、また、理解

を深めるためにも大切な学習だなというふう

に思っております。２２年意向の実施に向け

て、それぞれ努力をしていただきたいなと、

このことについてはお願いをしておきたいと

いうふうに思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 小関議員のご質問に順次

お答えします。 

初めに、本市のごみ処理方式の検討状況に

ついてでありますが、生ごみを含む可燃ごみ

の処理につきましては、広域処理を基本とし

ておりますが、当初の計画で予定している平

成２４年度からの実施は難しい状況にありま

す。このようなことから、これまでの広域処

理の検討に加え、委託処理について検討した

結果、処理料金の変動に伴うリスクが大きい

ことや、可燃ごみと生ごみを分別することに

より、回収経費が増加するなどの課題がある

と考えております。 

また、白老町で進めている生ごみを含む可

燃ごみを、高温の水蒸気と高圧処理により固

形燃料化する処理システムについて、施設建

設にかかわるイニシャルコスト、ランニング

コスト、処理後の生成物の活用先の確保など

について検討を進めてきたところであります。

今後新たな広域処理の可能性など焼却に変わ

る処理方式の協議を進めると共に、本市独自

の自己処理方式についても引き続き検討して

まいりたいと考えております。 

次に、古紙類のリサイクルについてであり

ますが、紙類については、再生可能な資源の

１つでありますが、現状の収集体制の中で分

別回収することは、新たな経費が見込まれる

ことから、集団資源回収やリサイクルへの取

り組みについて周知を図るとともに、市民の

協力をいただきながら、減量化に努めてまい

りたいと考えております。 

また、庁舎内で不用となる紙類の量につい

ては、古新聞、古雑誌、保存年限を越えて廃

棄される書類等も含めますと、おおむね年間

１１．２トンで市内の古物商に引き渡してお

り、最終処分場に搬入はしておりません。 

次に、農産物加工施設についてであります

が、本市におきましては、これまで農業者や

市内事業者などとの連携により、米粉を活用

したパンやお菓子などの商品化や、地元産の

麦、大豆を活用した商品の開発などの取り組

みが進められております。今後とも、砕米や

規格外も含めた地元農産物を使った加工品の

開発、販売促進により農業者の所得向上と商

工業の振興、さらには地域の活性化につなげ

ていくことが重要であると認識しております。

こうした取り組みを進める上で加工施設の整

備は必要と認識しており、今後、食のフリー

マーケットや付加価値の高い農産物や特産品

の開発など、食にこだわったまちづくりを推

進する中で、施設の運営方法や販売先、消費

者ニーズなどについて検討してまいりたいと

考えてございます。 

●議長林 国夫君 １０番、小関勝教議員。 

●１０番小関勝教議員 今、ごみの最終処分

場の関係で答弁いただいたんですけども、広

域処理、これが当初計画で予定していた２４

年度からの実施は難しいという、今お答えが

ありました。特に、この施設につきましては、

総事業費２３億強の費用を要しているわけで
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す。確かに計画では１５年間の供用期間とい

えども、これはやっぱり１年でも２年でもや

っぱり長く使っていくよう、こういう努力も

私は大切でないかと、このように思っており

ます。本年から、特に財政健全化に向けたス

タートの年にもなるわけです。市民の皆さん

にもそれぞれ応分の負担を強いているという

事で、今後さらに職員に対してもこのごみ施

設処分場のみならず、それぞれ市が有してい

る各施設等の費用対効果、この費用対効果の

成果がしっかりと上がるように取り組んでい

くべきだと思いますし、それらが、今後の財

政の中に寄与する部分が大きいのではないか

なと、こんな気もしているわけです。いずれ

にいたしましても、２４年からのその実施が

難しい状況というのは、極めてこの１５年間

でのこのごみ処理の処分場自体が崩壊を招く

恐れもありますので、早い時期にやっぱりき

ちっと対策を打つよう、努力をしていただき

たい。このように思っておりますけれども、

このことについて、もし市長の見解があれば、

お聞かせをいただきたいというふうに思いま

す。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 小関議員の質問にお答え

します。 

多額の費用をかけた最終処分場の延命策と

いうことで、これはもう私ども１年でも長く

利用できるですね、今後もごみの減量化に積

極的に取り組んでまいりたいと、このように

考えてございます。 

それから、その他の公共施設の全体の管理

につきましても、言われるように費用対効果

に配慮しながら、適正な施設の管理に今後努

めてまいりたいと、このように考えてござい

ます。 

●議長林 国夫君 次に移ります。 

 ４番、高田正則議員。 

●４番高田正則議員（登壇） 平成２１年第

１回定例会に当たり、大綱４点につきまして

市長に質問をいたします。 

 大綱１点目、地域経済についてお伺いいた

します。 

その１点目は、商工業の現状についてであ

ります。景気の悪化が進む中、年度末から春

先にかけて、商工業者にとっては大変厳しい

時期かと懸念されるところであります。市内

の多くの業種において売上高が減少し、特に

建設業においては、完成工事高の激減が予想

され、また、除排雪をしている事業者にとり

ましても降雪が少ない事から、大変厳しい状

況にあるかと思われます。市内の商工業者及

び建設業の現状についてどのように認識して

いらっしゃるのか、お伺いいたします。 

２点目は、プレミアム付き商品券について

であります。プレミアム付き商品券の発行経

費支援事業につきましては、地域経済に大き

な効果をもたらすものと期待しているところ

であります。この商品券の発行時期を定額給

付金の支給時期に合わせるようお聞きしてい

るところでありますが、プレミアム付き商品

券の発行事業の最も大きな目的は、市以外に

流出する消費、購買を市内に引き戻すことに

あると考えます。消費、購買が大きく流出す

る時期は、年度末から年度初め、３月から４

月の入学シーズン前後とお聞きしております。

商業者にとりましても、消費者にとりまして

も、商戦がスタートしようとしている今この
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ときがこの事業を行う効果が最も大きい時期

と考えます。１日も早く速やかな発売開始が

最善と考えますが、見解をお伺いいたします。 

３点目は、交流人口増加策についてであり

ます。日本の自治体の多くは、少子高齢化、

過疎化が進み、地域社会の担い手の減少、産

業基盤の崩壊などに悩んでおり、地域経済の

発展に苦慮していると認識しております。地

域社会を支える礎は人であります。人口の流

出を食いとめ、市外より定住者を呼び込むた

めには、魅力あるまちづくりを訴える材料が

必要であり、安心して暮らしていくための生

活基盤の構築も必要と考えます。地域活性化

を図る方策の１つとして観光客の誘致が挙げ

られます。現在本市には、宮島沼やアルテピ

アッツァ美唄、ゆ～りん館といった地域資源

を生かした観光資源がありますが、北海道や

全国レベルではまだまだ知名度が低く、訪れ

る人口も少なく、さらなる工夫が必要と考え

ます。人口約２万５，０００人の長崎県松浦

市では、民泊で修学旅行生を受け入れる松浦

体験型旅行協議会を設置し、農林体験や味覚

体験、自然、歴史体験など、９０種類にも及

ぶ体験プログラムを構築し、年間約１万５，

０００人の修学旅行生を受け入れていると伺

っております。本市におきましても、そらち

ＤＥい～ねを中心に、美唄グリーン・ツーリ

ズムの会員が春と秋に修学旅行生を受け入れ、

農業体験を実施していることは承知しており

ますが、近年の受け入れ人数や参加農家数な

どといった現状はどのようになっているのか、

お伺いいたします。 

また、関係する団体や受け入れ先の負担な

どといった課題や問題などがどのように認識

されているのか、お伺いいたします。交流人

口を増加させる施策は地域全体で検討するこ

とであり、さらなる充実が必要と考えること

から、市としての関わり方も一層重要になっ

てくると考えますが、どのような考え方や対

応策をお持ちなのか、お伺いいたします。 

４点目は、自衛隊と専修大学北海道短期大

学等についてであります。陸上自衛隊美唄駐

屯地は昭和５３年に開設されて依頼、地域や

経済の安全に対する貢献や効果は、非常に大

きなものがあると思います。 

また、専修大学北海道短期大学につきまし

ても、大学があることにより経済やまちづく

りなどのさまざまな貢献をしていただいてい

るところであります。 

現在、陸上自衛隊美唄駐屯地につきまして

は、次期防衛大綱の策定が進められ、また、

専修大学北海道短期大学につきましては、学

生数の減少という現実に直面されており、そ

の動向は美唄市にとりましても大きな影響を

もたらすものと考えられます。そこで、陸上

自衛隊美唄駐屯地、専修大学北海道短期大学

があることによる、それぞれの経済効果につ

いてどのようにとらえているのか、お伺いい

たします。 

また、先日報道されていました専修大学北

海道短期大学との協定内容と、今後、陸上自

衛隊美唄駐屯地及び専修大学北海道短期大学

に対してどのような対応をしていこうとして

いるのかお伺いをいたします。 

大綱２点目、環境行政について同僚議員よ

り質問がございましたが、視点を変えまして

お伺いいたします。 

その１点目は、事業系のごみ処理について
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であります。本市において、ごみの減量化と

事業経費の確保等を目的に、平成１９年度か

ら家庭ごみ処理の有料化が実施されておりま

す。平成２１年度より事業者が排出するごみ

も料金改定に向けて、条例等の整備を進めて

おりますが、本市における事業系ごみの排出

内容や、排出量、回収経費等の現状をお伺い

いたします。 

また、現在事業所が排出しているゴミの区

分として、産業廃棄物として取り扱いをして

いるごみと、リサイクルごみ、これから実施

しようとしている事業系ごみの区分について、

どのようにしようとしているのか。 

また、事業系ごみの排出事業者に対しての

周知説明などについて関係機関等との協議は

持たれているのか、お伺いいたします。 

また、実施に向けて具体的にどのようにさ

れようとしているのか、お伺いいたします。 

２点目は、環境マネジメントについてであ

ります。本市における環境に対する取り組み

について、現在、美唄市役所が庁内において

設定している環境行動目標についての実施状

況についてお伺いいたします。平成２０年度

の庁内環境計画の実施に当たり、問題点や課

題の解決といった検証はなされているのか、

お伺いいたします。 

また、美唄市環境管理システムの構築と、

さらなる環境への配慮を目的とした職員への

意識改革について、今後の取り組み方につい

てお伺いいたします。さらに協働のまちづく

りの観点から、日常的に市民、企業、各施設

などとの連携した対応が必要と考えますが、

見解をお伺いいたします。 

また、道では道民一人ひとりが日々の行動

を環境に配慮したものに転換していくことを

目指し、環境行動の必要性を理解し、取り組

みを実践する為の行動目標と達成のための具

体的な行動メニューを提示していますが、市

としても市民にわかりやすいメニューを定義

する必要があるかと考えますが、見解をお伺

いいたします。 

美唄市は２１世紀まちづくりプランにおい

て環境のまちづくりのための重点施策として、

環境問題は、市民一人ひとりが自覚と行動を

積み重ねていくことが大切であり、環境に負

荷のかからない生活様式への転換や、貴重な

自然環境を守っていくことが重要であるとし

て、１つは循環型社会の構築、１つは雪の冷

熱エネルギーの利活用、１つは宮島沼の保全

と活用、といった３つの施策を重点施策とし

ていますが、これらの施策についての事業検

証と今後の展開についてお伺いいたします。 

大綱３点目、建築物の耐震化についてお伺

いいたします。 

その１点目は、市内の建築物の耐震化につ

いてであります。多大な被害をもたらした兵

庫県南部地震の教訓を踏まえ、建築物の耐震

改修の促進に関する法律が平成７年１０月に

制定され、その後、大地震が各市で頻発し、

いつ、どこで大きな地震が起きてもおかしく

はないといった状況から、平成１８年１月に

この法律の一部が改正され、これを受けて、

平成１８年１２月に北海道耐震改修促進計画

が策定されております。この計画によります

と、住宅及び多数の方が利用する一定規模以

上の建築物の耐震化目標を、平成２７年度に

おいて９割と設定し、多数の方が利用する一

定規模以上の公共建築物は耐震化の状況を公
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表し、計画期間に耐震化に努めることとなっ

ております。当時の公共建築物の耐震化の実

数値として、道が保有する建築物で９５％、

市町村が保有する建築物で６８％、また、民

間建築物では耐震化の推計値として一般住宅

で７６％、多数の方が利用する公共民間建築

物で７８％となっております。市内の建築物

の数と、耐震化に関するこれらの数値は、ど

のくらいと推計されているのかお伺いいたし

ます。 

２点目は、耐震改修促進計画についてであ

ります。道のこの計画によりますと、市町村

はおおむね２年以内に耐震改修促進計画の策

定に努めることとなっておりましたが、２年

を経過した現在の本市の対応についてお伺い

いたします。 

大綱４点目入札制度についてお伺いいたし

ます。 

その１点目は、資格審査及び指名業者選定

基準等についてであります。国の財政、地方

自治体の財政が悪化し、公共工事が減少し続

けている中、各自治体は少ない工事をできる

だけ地元の事業者が受注できるよう、環境づ

くりに様々な工夫をしていると伺っておりま

す。本市では、建設工事における資格審査格

付の決定の際、経営事項審査結果の総合評点

に市独自の加算点を加え、その点数等により

等級の格付を行っているかと思います。他の

自治体においては、この加算点の部分で各自

治体なりに独自の項目で市内、町内の事業者

を評価しているものと思います。 

また、建設工事指名業者選定基準、地域限

定型一般競争入札実施要領等についても各自

治体なりに工夫を凝らした基準を作成してい

るかと思います。本市における現状と他自治

体の取り組みについてお伺いいたします。 

２点目は、入札方式についてであります。

平成１９年から始まりました工事の入札にお

ける郵便入札について、どのような評価がな

されているのか見解をお伺いいたします。 

また、平成２０年７月に本市の登録建設業

者に対し、電子入札にかかわるアンケート調

査を行っていますが、その結果についてお伺

いいたします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 高田議員の質問

にお答えします。 

 初めに、地域経済について。商工業などの

現状についてでありますが、商業につきまし

ては、国の商業統計調査によれば、年間販売

額では平成３年の４５５億６，０００万円。

商店数、従業員数では昭和６３年の４７５店、

２，２７５人がピークになっておりましたが、

平成１９年の調査では年間販売額は約２６５

億円、商店数は２５８店、従業員数は１，５

０２人とそれぞれ減少してきております。 

 次に、工業についてでありますが、国の工

業統計調査による出荷額の推移では、昭和６

０年度以降着実な伸びを見据え、平成７年に

は２８０億円を超えましたが、１９年の調査

では１５４億円となっております。 

また、事業所数、従業員数でも平成５年の

８６社、１，９２４人をピークに、平成１９

年には５８社、９９５人と年々減少しており、

今回の不況により操業時間の短縮による生産

調整をしている企業もあると聞いております。 

また、建設業につきましては、昨年１１月

に市が実施した労働基本調査における経営動
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向によりますと、回答があった３８社のうち

６３．２％は前年と比べて工事高が減少し、

資金繰りが悪化したと回答しております。本

市においては、これら各種統計調査やアンケ

ート調査の結果などから、商工業や建設業に

おいてより一段と厳しい経営状況になってい

るものと認識しております。 

次に、プレミアム付き商品券についてであ

りますが、地域活性化生活対策臨時交付金を

活用して、消費購買力の市外流出を押さえ、

市内における消費拡大を促進し、地域経済の

活性化を図ることを目的としたプレミアム付

き商品券の発行を市、商工会議所、美唄商品

券運営協議会が連携して実施することとして

おります。商品券の発行販売などについては、

ノウハウのある商工会議所美唄商品券運営協

議会が主体となって行い、消費者への地元消

費の喚起については市が行うなど、３者が役

割分担を図り、現在発行に向けて、準備を進

めているところであります。プレミアム付き

商品券の発行時期については、定額給付金の

支給開始時期を４月中旬に予定していること

から、現在、商工会議所、美唄商品券運営協

議会と協議をしているところであります。 

次に、交流人口増加策についてであります

が、近年都市住民を中心に、農村地域の美し

い景観や農業との触れ合い体験などを求め、

農村地域を訪れる機会がふえており、本市に

おいても、グリーン・ツーリズム研究会の会

員の方で野菜の収穫体験やハスカップ狩りの

ほか、修学旅行生の農業体験の受け入れも行

っているとこでございます。修学旅行生の農

業体験の受け入れについては、平成１９年度

が１５校４９３人で、受入農家数は２８件、

平成２０年度は１１校３５０人で受入農家数

は２７件となっております。受け入れ先の課

題等につきましては、修学旅行時期が農繁期

と重なる為受入農家の確保が難しく、また半

日や短時間での受け入れでは、農業体験の時

間やコミュニケーションをとる時間を十分と

れないなどの点が挙げられております。 

また、宿泊体験の要望も多いことから、こ

れまでの農家民宿の営業許可にかかる情報提

供や研修会などを開催しておりますが、今後

多くの修学旅行生が宿泊できるよう、関係団

体などと協議検討してまいりたいと考えてお

ります。市といたしましては、今後農産物直

売所や収穫体験を組み合わせたドライブルー

トの作成や、ふるさと雇用再生特別基金を活

用した地場産品アンテナショップの運営。さ

らには本市の地域資源を活用したモニターツ

アーを行い、観光企画商品の開発や地域資源

のブランド化に向けた取り組みを進めるなど、

個性的で魅力ある交流メニューの拡充を図り、

交流人口の増加に努めてまいりたいと考えて

おります。 

次に、自衛隊、専修大学北海道短期大学等

についてでありますが、地元経済効果につき

ましては、市税や市内消費などを含め、陸上

自衛隊美唄駐屯地では年間約１７億円、専修

大学北海道短期大学では年間約６億円と推計

しており、このほか、まちづくりの様々な面

でも、それぞれ多大な貢献をいただいている

ところであります。 

専修大学北海道短期大学につきましては、

去る２月２７日、市と短大とが相互に協力し

て、地域社会の発展と学術の振興、人材育成

に寄与することを目的として、包括的な連携
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協定を締結いたしました。連携する分野とし

ては、地域づくり、まちづくり、研究、教育、

文化の振興と生涯学習、地域の国際化、国際

交流、産業振興、新産業創出などの地域経済

の発展、環境の保全、地域住民との共同ボラ

ンティア活動などであり、この協定に基づき、

今後、より緊密な協力体制を築いてまいりた

いと考えております。陸上自衛隊美唄駐屯地

及び専修大学北海道短期大学に関する今後の

対応につきましては、これまでの連携協力関

係を踏まえ、まちづくりのパートナーとして

重要な役割を発揮していただくとともに、そ

れぞれの維持存続に向けては関係団体ととも

に全力を挙げて取り組んでまいります。 

次に、環境行政について。事業系のごみ処

理についてでありますが、事業系の一般廃棄

物につきましては、主に事務所や店舗等から

排出される紙類や事務用消耗品、飲食店やス

ーパーなどから排出される生ごみ、段ボール

や容器包装のプラスチック類となっており、

排出量は平成１９年度でおおむね３，２００

トンと推計しております。 

また、収集運搬に係る経費につきましては、

過去３年間の平均で年間約５１５万５，００

０円となっております。事業系ごみの区分に

つきましては、料金改定後も家庭ごみと同様

に可燃ごみ、不燃ごみの他容器プラスチック、

缶類などは、資源ごみとして分別回収いたし

ます。 

また、ごみ屑や廃油などについては、これ

までどおり産業廃棄物として処理するよう周

知してまいります。 

なお、事業系ごみ処理手数料の改定につき

ましては、関係団体等と協議し説明会を開催

するほか、広報紙メロディーに掲載して十分

に御理解いただけるよう努めてまいりたいと

考えております。 

次に、環境マネジメントなどについてであ

りますが、本市では、昨年３月に美唄市地球

温暖化対策実行計画を作成し、具体的な取り

組み内容として、照明機器のこまめな消灯、

エコドライブの実践など４４の項目を示し、

市の各部局から毎月実績報告を求めておりま

す。今後、この計画の着実な実施運用に向け

て、地球温暖化対策庁内検討会議において、

今年度の取り組み項目の実施状況を点検評価

し、その結果について職員に周知し、啓発に

努めてまいりたいと考えております。 

また、本市では家庭からの二酸化炭素排出

量を把握することができる環境家計簿を作成

し、その中で削減のための具体的なメニュー

を示しているほか、環境に関する出前講座な

どにおいて市民に配布しているところでござ

います。 

なお、市民や事業者の果たす役割につきま

しては、今後策定する環境基本計画の中で、

具体的に明らかにしてまいりたいと考えてお

ります。 

また、美唄２１世紀まちづくりプランの各

施策については、毎年度実施しております事

務事業の評価により事業ごとの施策評価を行

っており、指標の達成状況を踏まえ、事業の

あり方を検討しながら、効果的な施策の推進

に努めてまいりたいと考えております。 

次に、建築物の耐震化について。市内の建

築物の耐震化についてでありますが、現在の

耐震化の基準は昭和５６年に改正された新耐

震設計基準が用いられており、震度６程度の
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地震を想定した基準とされております。市有

建築物につきましては、５１０棟のうち５７

年以降に建てられ、基準を満たしているもの

が２７２棟、５３％となっており、昭和５６

年以前に建てられたものが２３８棟、４７％

となっております。市有建築物のうち学校や

病院など多数の人たちが利用する建築物は３

１棟あり、新耐震設計基準で建てられたもの

が２２棟、７１％で、昭和５６年以前に建て

られたものが９棟、２９％となっており、新

耐震改修促進法において耐震診断や、その結

果に基づく耐震改修が求められているところ

でございます。 

次に、一般住宅につきましては、市内の１

万０，３０６戸中、新耐震設計基準で建てら

れたものが３，４０６戸、３３％となってお

り、耐震診断などが必要とされる昭和５６年

以前に建てられたものが６，９００戸で６

７％となっております。 

なお、一般住宅については、５６年以前の

建物の耐震改修等の実態については、把握し

ておりませんので、御理解をいただきたいと

思います。 

次に、耐震改修促進計画についてでありま

すが、建築物の耐震改修計画の促進に関する

法律が平成１８年に改正され、耐震改修促進

計画の策定が都道府県においては義務規定と

して、市町村においては努力規定として定め

られたところであります。道においては平成

１８年１２月に計画を策定し、各市町村にお

いても早期に策定するよう道から通知が出さ

れたところでございます。市町村計画に盛り

込む内容につきましては、耐震診断及び耐震

改修に関する目標や、公共建築物の耐震診断

の実施状況の公表などとされており、本市に

おきましても、今後計画の策定に向けて取り

組んでまいりたいと考えております。 

次に、入札制度について。資格審査及び指

名業者選定基準等についてでありますが、建

設業の許可を受けている建設業者が公共工事

を直接請け負う場合は、建設業法により、経

営状況及び経営規模等を点数で評価する経営

事項審査を受けなければならないこととなっ

ております。各自治体におきましては、この

経営事項審査の点数に発注工事の施工成績点

や、防災協定防止活動など、地域貢献の割合

を点数として加算し、その総合点数を基に格

付審査行っているところもありますが、本市

におきましては、経営事項審査の評価点数に

工事施工成績点を加算し、格付決定している

ところであります。 

次に、指名選定基準及び一般競争入札に参

加する業者の制限についてでありますが、南

空知４市５町におきましては、本市と岩見沢

市が一般競争入札を実施しておりますが、他

の市町はすべての工事において指名競争入札

を実施しているところであります。本市にお

きましては、１，０００万円以上の工事につ

いては、入札参加業者を南空知４市５町に限

定する一般競争入札を実施し、競争性と公平

性の確保を図ると共に、１，０００万円未満

の工事については、すべて指名競争入札を実

施することとしており、その指名業者選定に

当たっては、市内においての本店、支店、営

業所の有無や市発注工事の施工実績など美唄

市建設工事等指名業者選定基準に照らし、審

査会において業者選定を行なっているところ

であります。 
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次に、郵便入札についてでありますが、本

市におきましては、平成１９年度から郵便入

札を実施し、平成２０年度は、これまで３５

件の工事に対し郵便入札を実施してきている

ところであり、郵便入札は電子入札に移行す

るまでの間の入札方式として考えているとこ

ろであります。 

その成果につきましては、入札会場に足を

運ばずに入札に参加できるなど、入札参加者

の負担の軽減が図られる一方、開封、立会人

への結果の確認など、効率的な手続の実施の

面において課題があると考えております。 

次に、昨年実施しました市内建設業者を対

象とした電子入札に係るアンケート調査につ

いてでありますが、土木・建築の２業種で見

ますと、Ａ格付業者は１００％電子入札に対

応できる結果となりましたが、Ｂ及びＣ格付

業者につきましては、５０％前後の結果とな

っております。市としましては、アンケート

調査の結果と、他市での取り組み状況などを

踏まえ、電子入札の実施方法や時期等につい

て、入札契約制度検討委員会においてさらに

検討してまいりたいと考えております。 

●議長林 国夫君 ４番、高田正則議員。 

●４番高田正則議員 自席より再質問させて

いただきます。 

 １点目は、耐震改修促進計画についてであ

ります。国土交通省において公表されており

ます資料によりますと、美唄市の、耐震改修

促進計画作成予定は、平成２２年３月となっ

ておりましたが、この計画は公共施設や一般

住宅等の耐震改修の補助、助成等にも関わる

ものであることから、早期に作成すべきもの

と考えますが、見解をお伺いいたします。 

 ２点目は、資格審査及び指名業者等選定基

準等についてであります。本市の格付け審査

は直近２カ年の工事成績平均点のみを基準に

格付決定しているということでありますが、

他自治体で行っている社会貢献等も加算する

考えがおありかお伺いいたします。 

また、南空知４市５町は一般競争入札を実

施していない自治体が多く、市外業者は本市

の入札に参加できるが、市内業者は他の自治

体の入札に参加できない。そういった不公平

さを感じるとお聞きしているところでありま

すが、見解をお伺いいたします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 高田議員のご質問にお答

えいたします。 

初めに、耐震改修促進計画についてであり

ますが、この計画を策定することにより、市

が市有建築物に実施する耐震診断や、耐震改

修事業に対して国の補助を受けることができ、

また、民間住宅の耐震改修に対する市を通じ

た間接補助や、申請者の税制上の優遇措置が

設けられており、市有建築物はもとより、民

間住宅においても広く耐震化の促進が期待さ

れることから、平成２２年度を目途に計画の

策定を進めてまいりたいと考えております。 

次に、経営事項審査の評価点数に加算する

点数の考え方についてでありますが、工事の

品質を確保する観点から、その建設業者の技

術的要素を客観的に判断できる工事施工成績

点を加算することは最も適切とし、これまで

格付けの決定を行ってきたところであります

が、市発注工事の減少に伴い、受注機会も減

少していますことから、今後の格付け審査に

当たりましては、他市の事例も参考にしなが
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ら、加算方法を検討してまいりたいと考えて

おります。 

次に、他の自治体への市内業者の入札参加

についてでありますが、国や道を初め各自治

体は順次指名競争入札から一般競争入札に移

行してきておりますが、南空知４市５町にお

いては、２市５町が従来型の指名競争入札を

実施し、実質的に市内建設業者がこれら自治

体の入札に参加できない状況になっていると

こであります。 

現在本市におきましては、地域限定型の一

般競争入札を実施し、市外業者の入札参加機

会の拡大を図り、入札の基本原則である公平

性と競争性の確保に努めているところであり

ますが、今後市内業者が他の自治体の入札に

参加し、競争性の確保が図られるよう市長・

副市長会議などを通じて働きかけてまいりた

いと考えております。 

●議長林 国夫君 次に移ります。 

 １３番、紫藤政則議員。 

●１３紫藤政則議員（登壇） ２００９年第

１回定例会に当たりまして、私は大綱４点に

ついて、市長に質問をしたいと思います。 

 大綱１点目は、次期総合計画についてお伺

いいたします。総合計画については、地方自

治法第２条で、その基本構想を議会の議決を

求めると、議会に基本構想案を提示をすると

いうことがルールとして示されております。

現在、美唄市の総合計画は、２０１０年ここ

で終了をいたします。２０１１年、平成２３

年から新たな総合計画が策定されなければい

けません。前回の総合計画の策定段階では、

ほぼ新しい年次がスタートする２年前に計画

の策定準備にかかっております。前回の例で

いきますと、庁内の検討会議が確か５月に行

われていたと思います。このことを考えます

と、本年、この３月定例会を終えた後、直ち

にこの計画づくりに着手をしなければならな

いという状況があるわけであります。 

そこで、この次期美唄市総合計画、第６期

になるわけでありますが、これらの策定に当

たりまして、これまでの計画づくりの反省を

踏まえて、計画書ができ上がって、それぞれ

職員の机に入り込んだまま開かない計画では

なくて、文字どおりその計画に基づいて美唄

の行政運営、これらが行われていく、市民の

暮らしをしっかりと支えていく施策に結びつ

けると、そのための生きた計画にする為に、

留意点について私なりに若干整理をして、市

長にその認識をお尋ねをしたいと思うわけで

あります。 

まず最初に、計画行政の持つ意義について

であります。冒頭申し上げましたように、計

画行政は今の現状を踏まえ、そして、地域経

済の抱えている厳しい美唄市の行財政を取り

巻く環境を整理をされて、将来どんなまちを

目指すのか、その為に日々どういう仕事を積

み上げていくのか、こういったことでありま

して、将来のまちづくりを想定した具現化す

るための物であります。総合計画のほかにも

行政課題別の中間計画がございまして、美唄

にも２０を超える行政課題別計画があると承

知をしていますが、これらの計画行政という

のは一体どんな役割を持っていて、何のため

に行うのだと、このことについての市長のご

認識と、この計画行政の持つ意義について、

まずお尋ねをしたいと思います。 

次に、私は過去数回この計画づくりに当た
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って、提言やら指摘をしてきております。い

かにこの計画を作文だとか、言わば書き物だ

けに終わらせない、実効性をどう担保してい

くかということになりますと、具体的にいつ

何をするかという実施計画が伴わなければ、

計画ではないということを申し上げてきまし

た。市長は実施計画を作ろうにも、依存財源

が７０％を超えると、７８％のときもありま

したが、こういう脆弱な財政基盤の実態とす

れば、計画を立てようがない、財源の見通し

が把握できない。だから実施計画はつくらな

いということを復唱されてきました。恐らく

実施計画の無い総合計画をつくっている自治

体は、北海道でもまれだろうと思います。全

自治体つくっておりませんけれども。是非、

この新しい総合計画策定作業に当たりまして、

この実施計画をつくると、このことが必要だ

ろうというふうに思うわけですが、これらに

ついてのお考えもお伺いをしたいと思います。 

次に、計画策定までのプロセスであります

が、私は昨年、前回の例をとりますと、計画

スタート年次の前の年の１２月に議会に基本

構想が提案をされまして、そして、１２月の

議会の中で議会議論が終了しています。言わ

ば１つの議会でありますから、その当時は特

別委員会を設置をしたかと思いますけれども、

限られた時間で向こう１０年の構想を議論を

したわけであります。最低でも議会に対する

審査、十分な審査期間が必要だという考え方

に立てば、この１２月を最終的な計画策定の

言わば手続を踏む為の最終到達点というふう

には見たくありません。それ以前に言わば原

案がつくられていなければならないというふ

うに思うわけであります。その原案の策定か

ら遡って、素案づくりさらには素案を作る為

の論点を整理をした評価、課題評価の為の討

議要綱、言わば柱づくり、今抱えている行政

の課題が何か、日々の仕事を通じた物から積

み上げていくという意味での討議要綱づくり

というものが極めて大事だろうと思っており

ます。並行して、市民の皆さんにアンケート

をお取りをする、地域に入って直接市民の皆

さんの声を聞くという作業もあるでしょう。

さらには、総合開発審議会へ諮問をする、そ

して答申をいただく時期というのもあるでし

ょう。こういうふうにそれぞれの計画を策定

するまでの節節の取り組み、現時点で考えて

おられるタイムスケジュールを含めて、お知

らせをいただきたいと思います。 

総合計画の最後でございますが、進行管理

のあり方についてであります。これも、計画

を策定段階でどのように進行管理していくか

ということを決めなければなりません。具体

的に実効性のあるものにする為に、この進行

管理も極めて重要であります。福島県の原町

市が大変先進的な事例を報告をされておりま

すし、私も、議会の常任委員会で行政視察を

させていただいたことがあります。いかに計

画づくりというものが実行のために必要なの

か、合わせて、言わば途中から入り込む、こ

ういった計画が計画でなくなるような、そう

いった横入り事業を厳に慎むと、こういった

取り組みを原町は行っています。これらの進

行管理のあり方について、どのように考えて

おられるかお答えをいただきたいと思います。 

大綱２点目は、訴状の送達についてであり

ます。３月２日の市政報告で、美唄市を被告

として、医療過誤による損害賠償を求める請



 - 99 - 

求事件の訴状の送達があった事が明らかにな

りました。原告からの賠償請求は５，７００

万余り、今後は代理人と協議をしたいと、こ

ういう内容の報告でございました。まだ公判

が開かれていない、今後、可能性としては取

り下げということも選択肢の１つであるのか

もしれません。なかなか、この内容に関して

詳細に明らかにできない事情がおありなのか

と思いますが、既に２月の２３日に送達があ

った訴状の内容についてお示しをいただきた

いということが１つであります。 

それから２つ目には、訴状が送られるまで

に、元患者さんとの間で、水面下の話し合い

やら既にこの新聞報道やら過日の一般質問で

も明らかになりましたが、簡易裁判所での取

り組み等も行われているというふうに聞いて

おります。話し合いが不調に終わったからこ

の訴えの提起ということがなされたというふ

うに思うわけですが、その訴状到達までの内

部調査や、相手方との対応というのがどのよ

うな経過があったのかお知らせをいただきた

いと思います。 

そして、この訴状の送達の最後でございま

すが、被告とされた市長、どのようにまず受

け止められたか、通常、よく新聞発表がある

のは、訴状をよく見てからとか、そういう発

言が多いわけであります。まだ、きちっと目

を通していないとか、そういうコメントが多

いわけですが、訴状が送達をされたという状

況で、しっかりと目を通されていることと思

いますし、これら市長としてどのように受け

とめられているか、率直なところをお聞かせ

いただきたいことと合わせまして、今後どの

ような対応の見通しになるのか、議会といた

しましても、訴えの提起に関しては議会の議

決事項でありますが、相手から訴えられたと、

これについては、議会の権能というものが及

ばないわけであります。 

しかし、これが最終的には損害賠償の請求

なり、さらには市立病院の信用の失墜と、こ

のような状況になる可能性もあるわけであり

ます。合わせて、言わば医療過誤ということ

が、医療過誤でなければ名誉回復のこの裁判

での争いということにもなろうかと思います。

節節には、議会にも報告をいただくと、この

ようなことが必要だというふうに思いますの

で、あえてこの訴状の件について質問をいた

しました。それぞれお答えをいただきたいと

思います。 

大綱の３点目は、行財政運営についてであ

ります。０８年度の決算見込みについて伺い

ます。一般会計の実質収支見込、これは財政

健全化計画では、前年度に発生をしました１

億２，８００万円の実質収支赤字額、これが

そのまま残りますと、ですから、新たな赤字

は発生をしませんと、しかし、繰上充用した

１億２，８００万円は減りませんと、こうい

う見通しを立てていらっしゃいます。これら

の見込みがどうなっているか、合わせて、新

しい地方公共団体財政の健全化に関する法律

に定めのあります４つの健全化判断比率見込

みについて、その見通しについてお伺いをし

たいと思います。 

２つ目は、市立美唄病院事業会計の累積不

良債務の見込み額と、資金不足比率の見込み

額についてもお答えをいただきたいと思いま

す。 

項目２点目は、０９年、平成２１年度予算
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と健全化計画との比較についてであります。

財政健全化計画は、本年新年度ですから、２

００９年度から７年間の期間を示して計画が

示されております。そして、その健全化計画

には具体的にどのような項目について効果を

上げるか、収入を増やしたり、市民負担を増

やしたり、そして大宗は職員の人件費が７割

と、こういう状況下で財源の捻出が示された

わけであります。４１億円余りの効果がある

ということでの財政健全化の具体的な項目が

示されました。新年度予算を予算編成をして、

議会に提案があったわけでありますが、この

２１年度の予算と比較をして、どんな変更が

あったのか、項目ごとにそれらについてお答

えをいただきたいことと合わせまして、この

健全化計画には、健全化対策後の財政推計も

示されております。２００９年の変化を中心

にして、この財政推計の変更についてもあれ

ば、合わせてお尋ねをしたいと思います。 

３項目目は、栗山町議会基本条例の評価に

ついてお尋ねをしたいと思います。栗山町の

議会の基本条例は、２００６年の５月１８日

に施行されました。北海道で最初の議会基本

条例でありますし、全国に２件目の議会基本

条例をつくったと言われております。そして、

その議会基本条例の内容については、既に実

践を積み重ねてきたものをルール化したもの

もございました。新たにルール化したものも

ございました。各界から高い評価を得ていま

す。全国的なこの議会の取り組みについても、

文字通り先進的な事例というふうに理解をし

ています。私も今までの議論の中で、議会の

中での議論でもそうでありますし、合わせて、

市長が私どもにこの議会を通じて、提案をし

てくる提案理由の姿勢に当たっても、何度か

同種の指摘をしている訳ですが、具体的に、

栗山町議会の基本条例の第６条、そして第７

条について、どのように評価をしているかお

尋ねをしたいわけであります。栗山町の議会

基本条例の第６条は、町長による政策等の形

成過程の説明という内容でございまして、「町

長は議会に計画、政策、施策、事業と以下政

策等を提案するときは、政策等の水準を高め

る為、次に掲げる政策等の決定過程を説明す

るよう努めなければならない。」と定められ、

具体的に７項目整理をしています。「１ 政策

等の発生源」「２ 検討した他の政策案等の内

容」「３ 他の自治体の類似する政策との比較

検討」「４ 総合計画における根拠または位置

付け」「５ 関係ある法令及び条例等」「６ 政

策等の実施にかかわる財源措置」「７ 将来に

わたる政策等のコスト計算」、６条の２項に、

「議会は、前項の政策等の提案を審議するに

当たっては、それらの政策等の水準を高める

観点から、立案、執行における論点、争点を

明らかにするとともに、執行後における政策

評価に資する審議に努めるものとする。」これ

が第６条の定めであります。第７条は、予算

決算における政策説明資料の作成という内容

であります。「第７条 町長は、予算案及び決

算を議会に提出し、議会の審議に付すに当た

っては、前条の規定に準じて、わかりやすい

施策別または事業別の政策説明資料を作成す

るよう努めるものとする」であります。いず

れも努力義務規定でありますが、これらの議

会で条例を決めるわけですから、これは議会

の独自の判断でありますが、この提案理由に

あたっての市長の姿勢と、首長の姿勢という
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ことになりますと、十分執行側と協議をして、

そして理解と協力、連携こういった文字通り

車の両輪、役割を果たそうという事を、事前

に協議をした上で条例が制定をされたと伺っ

ているわけであります。これらのルールに関

して、よその町の議会のことでございますが、

長としてどのように評価をしているか、お尋

ねをするものであります。 

最後の質問になりますが、世界同時不況に

ついてお尋ねをいたします。市内に及ぼす影

響と雇用失業対策についてであります。昨年

の夏、そして秋以降、文字どおり毎日新聞紙

上賑わしておりますこの世界的な同時不況、

これらが美唄の市内の産業や市民の暮らしや、

そして美唄の行財政、特に市の財政収入にど

のような影響が出ているのか。そして対策と

して、これは雇用対策に限定してお尋ねをい

たしますが、国や道、そして美唄市はどんな

対策を講じ、さらに講じようとしているのか、

以下お尋ねをいたします。 

１点目、美唄市にとっても戦後最大の経済

危機なのか、市長の認識についてであります。

財政金融経済の担当の所管の大臣は、最初は

蜂に刺された程度だというような日本経済に

及ぼす影響を語っておりましたが、最近にな

りまして、戦後最大の経済危機というふうに

発言をしています。これは、ＧＤＰ比年率換

算で１７．８の落ち込みと、先進諸国で最悪

の経済統計が出たと、これらを受けての発言

というふうに記憶をしていますが、美唄にと

っても戦後最大の経済危機なんでしょうか。

市長はどのように受けとめて、どのような認

識を持たれているのかお尋ねをします。 

２つ目は、経済雇用失業統計、そして市独

自の調査から見る市内の実態についてであり

ます。私は新聞報道でしかこれらの経済雇用

失業統計の状況わかりません。新聞ですから、

美唄に触れられたものはありません。そして、

全国的に言われている大変な暮らしを直撃し

ている問題について、全てが美唄にあてはま

るとも思っていません。 

特に、トヨタ自動車の本社があります名古

屋が顕著でありますが、大きく日本経済が成

長をし続けてきたと、これらの恩恵を受けて、

そして所得も伸び、それから消費も伸び、こ

ういったところから一気に落ち込むと、こう

いう状況が文字どおり報道されているわけで

あります。 

一方、美唄の場合は、低迷した経済状況、

雇用の状況、賃金の状況、これらは国の景気

が良いという事とはまさに実感がなく、低迷

がずっと続いていたわけでありますから、こ

れらの状況を対比しましても、果たして戦後

最大の経済危機ということが言えるのかどう

なのか、これらは、市内の実態をきっちり把

握をした上で初めて言えることだと思うわけ

であります。思いつきやら推測では言えない

はずであります。これらの実態をどのように、

どんな方法で把握をされたかですね。お聞き

をしますと、詰めた調査は行われていないよ

うであります。これらの状況について、１つ

つまびらかにしていただきたいと思います。 

それから３つ目、市税収入や株券、出資金

等、市の財産など、市財政収入への影響につ

いてであります。決算書を見ますと財産調べ

が載っています。その中に美唄市も株券を持

ち、さらに出資金等の債権を保有しています。

私は何度か南空知ふるさと市町村圏のあり方
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について、今まで指摘をしてまいりました。

もうおやめなさいと。ましてやこれは外債を

購入して、３０年近い言わば預け入れ期間が

あって、途中解約すれば、これは元本すら戻

ってこない状況になると。言わば運用利回り

というのは、３％、５％、これがあるようで

ありますけれども、役所が関わる一部事務組

合がこういった危ないものをすべきでないと

いうこともお話を申し上げてきました。直接

お尋ねをしますと、そう危ないものではない

ということでございますけれども、これら美

唄市は１億３，０００万程度の出資をしてい

る訳でありまして、これらがどのような財産

の保全がされているのか、これらの影響も含

めてお答えをいただきたいと思います。 

この同時不況に関する最後でございますが、

雇用対策についてであります。これらについ

ても私を含めて５人、６人近い方がこれらの

議論をされておりまして、重複する部分はあ

るわけでございますが、国や道、そして市、

道は道として基金を積みますが、その基金を

どう市町村に具体的に施策として生きてくる

のか、これらの事も含めまして、どういう対

策を講じたのか、講じようとしているのか、

それによってどのような雇用面で、雇用の効

果というものをどのようにはじいておられる

のか、効果予測についてお尋ねをいたしたい

と思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 紫藤議員の質問

にお答えします。 

 初めに、次期総合計画について、計画策定

に当たっての留意点についてでありますが、

計画行政の意義につきましては、行政が策定

する各種の計画は、持続可能な社会づくりに

向けた方向性を定めるとともに、同時に市民

活動や企業活動の指針となるものであり、市

民の皆さんとの連携、協働したまちづくりを

進める観点から、その重要性は増していると

考えております。 

 なお、本市の次期総合計画に関しては、先

般策定いたしました財政健全化計画における

財政フレームや、市立病院改革プランにおけ

る経営改善の目標値などが前提となりますの

で、これらの計画との整合性にも十分留意し

ながら策定しなければならないものと考えて

おります。 

 次に、実施計画策定の必要性についてであ

りますが、まちの将来ビジョンを定める基本

構想と、それを具体化するための基本計画に

ついては、まちづくり基本条例において、条

例の目的及び趣旨に即して策定することとし

ております。実施計画の策定につきましては、

基本計画の実効性をより高めるための進行管

理のあり方との関連も含め、今後の策定作業

の中で、その必要性などを検討してまいりた

いと考えております。 

 次に、計画策定までのプロセスについてで

ありますが、平成２１年度には基本構想に関

する協議を開始し、その概要がまとまった段

階で基本計画に関する協議に入りたいと考え

ております。平成２２年度は総合計画審議会

の諮問、パブリックコメント手続などを経て、

１２月には市議会に基本構想案をご提案し、

合わせて基本計画案のご説明を行いたいと考

えております。策定作業に当たりましては、

まちづくり市民アンケート調査の実施や、市

民参加及び職員参加によるワークショップ形
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式による協議検討、子ども達からの提言、地

域での意見交換など、幅広く意見や提言をい

ただくとともに、逐次、論点整理を行いなが

ら進めてまいりたいと考えております。 

 また、策定に当たりましては、情報の共有

が極めて重要であることから、本市の現状を

他市との比較などを含めて、わかりやすく整

理し公表するよう努めてまいります。 

 次に、計画実現のための進行管理について

でありますが、これまで行ってまいりました

事務事業評価システムに基づいた計画、実施

評価、見直しというサイクルを基本として、

社会経済情勢の変化に柔軟に対応しながら、

着実に計画を実現できるよう、進行管理の方

法を確立してまいりたいと考えております。 

 また、進捗状況についても年度毎に公表し、

情報共有を図りながら、市民の皆さんとのま

ちづくりの議論につなげてまいりたいと考え

ております。 

 いずれにいたしましても、次期総合計画は、

まちづくり基本条例の理念である市民主体、

情報共有、協働に基づき、市民の皆さんと市

との協働作品となるよう、策定作業を進めて

まいりたいと考えております。 

 次に、訴状の送達について、訴状の内容と

今後の対応見通しについてでありますが、訴

状の内容は、平成１６年１月に市立美唄病院

に検査入院をした患者さんが、検査後、急性

膵炎を発症し、重症化した事から、札幌市内

の医療機関に搬送し、入院治療を受けたもの

で、今日までの入通院の慰謝料など、５，７

２２万６，６３７円の損害賠償を求める内容

となっております。 

 なお、詳細につきましては、第１回目の口

頭弁論が３月２４日に行なわれることとなっ

ており、この場で初めて訴状の内容が公表さ

れることから、裁判への影響や原告側の個人

情報としての取り扱いからも、ただ今申し上

げました内容にとどめさせていただきたいと

考えております。経過につきましては、これ

まで病院内で事実関係の整理を行い、院内の

医療安全管理委員会での審議を踏まえ、患者

さんへ入院から転院するまでの治療行為など

について説明してきたところでありますが、

理解が得られず、平成２０年１２月１７日に

第１回目、平成２１年１月２８日に第２回目

の調停が札幌簡易裁判所で行われましたが、

不調となり打ち切りとなったところでありま

す。その後、患者が原告となり、本市を被告

として、医療過誤による損害賠償を求める請

求事件の訴状が平成２１年２月２３日に送達

されたところであります。 

私は、このたびの訴えの提起を重く受け止

め、本市の代理人として委任した弁護士や、

病院賠償責任保険の取り扱い会社と連携を図

りながら、慎重に対処してまいりたいと考え

ております。 

次に、行財政運営について、平成２０年度

の決算見込みについてでありますが、一般会

計の実質収支については、昨年１２月末現在

で、財政健全化計画の収支計画と同様、１億

２，８００万円程度の不足が生じるものと見

込んだところでございます。その後の収支動

向については、３月交付の特別交付税や今後

の歳入の確保など、不確定要素が多くありま

すが、少雪による除排雪関係経費の縮減など

で、収支不足額は減少するものと見込んでい

るところでございます。 
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４つの健全化判断比率については、財政健

全化計画で見通した、実質赤字比率１．３９％、

連結実質赤字比率１５．５３％、実質公債費

比率２２．１％、将来負担比率２９２．０％

と同程度か、あるいは若干下回り、早期健全

化の基準値以下になるものと見込んでおりま

す。 

病院事業会計の収支については、医業収益

が改革プランの収支計画より増収が見込まれ

ること、また、事業費用の縮減に努めている

ことから、土地売却に係る収入不足分を補え

る見込みであり、単年度不良債務は発生しな

いものと見込んでおります。このため、資金

不足比率につきましては、財政健全化計画で

見込んだ２１５．３％程度になるものと考え

ております。 

次に、平成２１年度予算と財政健全化計画

との比較についてでありますが、財政健全化

の具体的項目における一般財源ベースの効果

は、給料等の見直しが、計画３億７，９７６

万円に対し、３億７，８５１万円で１２５万

円の減、歳入の確保が、計画６，９４７万円

に対し、２億３，４８３万円で、１億６，５

３６万円の増、公共施設の効率的運営が、計

画２，０７１万円に対し、１，８２５万円で

２４６万円の減、事務事業の見直しが、計画

２６８万円に対し、２５８万円で１０万円の

減、補助金の見直しが、計画１，２５０万円

に対し、１，０８０万円で１７０万円の減、

その他の財政健全化策によるものが、計画３，

４６５万円に対し、５，９５６万円で２，４

９１万円の増となっており、効果額合計では、

計画５億１，９７８万円に対し、７億０，４

５３万円で１億８，４７５万円の増となりま

す。主な増減理由としましては、歳入の確保

では、計画に見込んでいない道営住宅建設用

地売却に係る財産収入１億５，７００万円を

計上したこと、その他の財政健全化策では、

燃料費や修繕料、消耗品など内部管理経費に

係る効果額の増加、１，９０５万円などが挙

げられます。 

次に、財政健全化対策後の財政推計につい

てでありますが、歳入総額が、計画１６６億

２，９５１万１，０００円に対し、１７１億

１，５２７万６，０００円で４億９，４３２

万５，０００円の増、歳出総額が、計画１６

４億９，００６万５，０００円に対し、１７

１億１，５２７万６，０００円で６億２，５

２１万１，０００円の増となります。主な歳

入歳出の計画からの増減理由としましては、

歳入では、地方譲与税交付金が減税などから

４，５４９万５，０００円の減、地方交付税

が７，４１８万７，０００円の増、財産収入

が道営住宅建設用地の売却などで１億６，０

６８万８，０００円の増、繰入金が地域活性

化安全対策基金からの繰入及び福祉基金繰替

運用の更新などから、１億０，４１１万９，

０００円の増、地方債が臨時財政対策債の増

加及び公的資金借換債の計上などから、２億

３，７９０万円増加することなどが挙げられ

ます。歳出では、人件費が共済費負担率改定

等により、８，９７０万１，０００円の増、

扶助費が施設利用支援事業費などにより、４，

９４１万９，０００円の増、補助費等は国保

基金償還金、福祉基金償還金の増加により、

２億０，７９９万６，０００円の増、普通建

設事業が美の里団地の取得及びまちなか交流

広場整備事業の実施などから、１億５，５１
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６万３，０００円の増、公債費及び操出金に

ついては、公的資金借換及び後期高齢者医療

会計の繰出金の増加などが主な理由でありま

す。 

次に、栗山町議会基本条例についてであり

ますが、地方分権改革や地方議会の活性化に

向けたさまざまな議論がこれまで行なわれ、

現在、第２９次地方制度調査会において、基

礎自治体のあり方とともに、地方議会に関す

る議論が行われていると承知しております。

このような流れの中で、全国の地方議会にお

いてさまざまな改革の取り組みが進められて

おり、例えば栗山町議会においては、全国初

となる議会基本条例を制定し、ご質問にあり

ましたこの条例の第６条、町長による政策等

の形成過程の説明の規定、第７条、予算決算

における施策説明資料作成の規定については、

全国レベルで見ても非常に先進的な取り組み

と受け止めております。 

次に、世界同時不況について、本市の経済

状況についてでありますが、アメリカのサブ

プライム問題に端を発し、金融市場の混乱に

よって、今回の世界同時不況による打撃は、

我が国の実質国内総生産、前期比年率１２．

７％減の落ち込みとなっており、先進国の中

では最も大きく、第１次石油危機当時に次ぐ

大幅なマイナスとなったことから、戦後最大

の経済危機と言われております。この不況に

より、本市の経済におきましても、企業業績

の不振や雇用環境の悪化による休職者の増加、

また、買い控えによる消費低迷などの影響が

出始めており、今後はさらに厳しい経済状況

になると予想されることから、地元経済の低

迷による市税等の減収など、財政健全化計画

を進める本市といたしましては、これまでに

も増して厳しい行財政運営が求められるもの

と認識しております。 

次に、統計などによる市内の実態について

でありますが、平成１８年の国による事業所

企業統計調査では、１６年の調査と比べ、従

業者数は全体で４．１％減となっております

が、そのうち、常用雇用者は１１．９１％の

減となっている一方で、派遣、非正規雇用者

数は、１９６．７％増となっており、従業員

の非正規化の進行が伺えます。 

また、平成１９年の国による工業統計調査

では、１８年調査と比較し、従業者数で１％

減、出荷額で１．６％減となっており、同じ

く１９年の商業統計調査では、１６年と比較

し、従業者数で８．３％減、年間販売額では、

８．７％の減となっており、本市の商工業界

は厳しい状況となっております。 

さらに、昨年１１月に市が行った労働基本

調査については、現在、詳細の取りまとめを

行っておりますが、このうち経営動向につい

ては、建設業の６５．８％、製造業の４８．

５％、小売業の５８．１％の事業所において、

経常利益が減少していると回答しており、市

内の経済環境が悪化してきているものと考え

られます。 

また、新規求職申込数の状況では、昨年１

１月以降、前年同期と比較して急増している

ところであり、これらのことを踏まえますと、

本市の経済は大変厳しい状況になっていると

ころであります。 

次に、市税収入や株券、出資金等市の財産

など、市財政収入への影響についてでありま

すが、平成２１年度の市税収入は、特に法人
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市民税については、世界的な不況等の影響か

ら、金融機関及び企業の所得割が大幅に減少

し、対前年度予算比で７．９％の減少と見込

んだところであります。今後、さらに地域経

済の影響が予測され、個人及び法人・市民税

の減少や、収納率への影響も懸念されるとこ

ろであります。会社あるいは公益団体の出資

金等に関する市の財産収入については、経済

不況から株式に係る配当で少なからず影響す

るものと予測しております。特に南空知ふる

さと市町村圏組合の基金運用については、一

部を外国債で運用しており、利率や為替レー

トの変動などから、運用益の減少が見込まれ

るものの、元本は保障されるものと承知して

いるところでございます。 

次に、雇用対策についてでありますが、国

においては、ハローワークによる就職、住宅

確保などの相談及び支援を行う窓口を全国で

１９０カ所開設しております。 

また、雇用維持対策として、雇用調整助成

金の要件緩和とともに、中小企業、金融雇用

安定助成金を創設したほか、中小企業雇用安

定化等奨励金などを拡充したところでありま

す。さらに再就職の支援として、トライアル

雇用制度や、若年者雇用促進特別奨励金を拡

充しております。北海道においては、雇用調

整関連特別労働相談室の設置をはじめ、新１

村１雇用起こし事業の追加実施や、緊急非正

規労働者のマッチング促進事業を創設し、雇

用や就業機会を図ることとしています。本市

においては、国の地域活性化生活対策臨時交

付金及びふるさと雇用再生特別交付金や、緊

急雇用創出事業臨時特例交付金を活用し、建

設業関連の公共事業や求職者などを対象とし

た、雇用の確保に努めていくこととしており

ます。１００年に１度と言われるほどの世界

同時不況の中で、国・道・市が連携して雇用

対策を推進することにより、雇用対策に一定

の効果があるものと思われますが、さらに経

済状況の悪化が予想されることから、今後、

本市の経済動向を十分に見極め、雇用の維持

創出を図る上で必要な対策などについて国や

道に要望してまいりたいと考えております。 

●議長林 国夫君 紫藤議員の再質問であり

ますが、午後１時からにしたいと思います。 

暫時休憩いたします。 

 

午前１１時５３分 休憩 

午後１２時５９分 開議 

 

●議長林 国夫君 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 紫藤議員の再質問から入ります。 

 １３番、紫藤政則議員。 

●１３番紫藤政則議員 何点か再質問をさせ

ていただきます。 

 １点目の総合計画ですが、実施計画の必要

性ということを申し上げました。市長はお答

えで、これは実効性担保するための進行管理

のあり方と一緒に今後、必要性を検討してい

きたいというお話でございましたが、議論の

中で検討していくということでございます。 

調査研究とか協議とか、検討とか、前向きに

検討とかいろいろあるんですが、これは額面

どおりこの作業の中でどうしていこうかとい

うことを検討なさるということを受け止めた

わけでして、ぜひ、前向きにひとつ進めてい

ただきたい。その際、過去の美唄の計画づく
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りというものが、どうしても先例踏襲と言い

ましょうか、前例に倣うという傾向がござい

ます。事務方もそれなりに問題意識を持って

いても、これは非常に膨大な作業が伴うわけ

ですね。関わる例えば総合開発審議会のまち

づくり分科会ですね、こういうものでも１０

０人ぐらいの方が文化会議論に参加をされま

すね、２０名ずつ４つも５つも分科会を持っ

て、スタートの議論というのは、市の職員を

中心にしまして、庁内で言わば論点整理をし

たり、骨格の整理をしたりいたしますね。こ

のスタート議論に当たってどうするかという

ことが示されていなければ、全ての作業に影

響するわけですよ。これは、改めて全国的な

総合計画の作成というものを勉強なさる必要

はないわけですが、市長が実施計画をつくろ

うというご判断に立って、先ずは事務方の準

備をさせると、ここに指導性を発揮していた

だきたいんです。そのことが１つです。 

それから、プロセスの中で、最初のご答弁

では１２月に議会提案、２０１１年ですね、

ですから、２０１０年来年の１２月というこ

とでしょうか、新しい年度のスタートは２０

１１年ですから、これの予算編成というのは

いつやるかと言いますと、過去の例からしま

すと、１１月には予算編成方針が示達されま

すね。そして、年内に既にその作業にかかる

わけです。政策的経費の見積もりも年内でな

いでしょうか。１月に市長査定等で事業を固

めてくということです。これは少なくとも、

スタートの予算の議論、それ以前に議会に対

して意思決定を求めていくということが必要

だろうと思うんですよ。１２月ということは、

これは前回の例に倣ったスケジュールなんで

すよ。議会の議論も従来ですと、総合開発審

議会ここに議会からの選出議員がいたわけで

す。今恐らくいないのではないか、これは議

会と執行側というものの責任と権限というこ

とからして、法律に明記されている各種審議

会等への議会からの言わば選出と言いましょ

うか、これ以外はご辞退しようといった議論

がありまして、ですから議会は議会として、

また、同時に一発勝負じゃない、そういう議

論が必要なんです。なぜそう言うかといいま

すと、今回の新しい総合計画というのは、７

年間の財政健全化計画というものと、言わば

前期の分の計画期間はダブっちゃうんですよ。

これぐらい長期にいわゆる実効性のある財政

計画を持って、そして、新しい総合計画づく

りなんていうのは、過去なかったと思います。

ある意味、たががはまっちゃっているんです

よ。おもしろくないかもしれない、しかし、

これは文字どおり転換期に向けた計画づくり

だということを問題意識をお持ちであれば、

これはチャンスですよ。人口の想定も右肩上

がりから前回からようやく現状維持になった

んですよ、現状維持、今よりも少なくしない

ような計画をと、しかし、これからは現状維

持じゃないですよ。人口減少が総合計画の人

口推計の中に出て来るはずです。言わば地に

足のついた現状を見た実効性の伴う計画が出

てくるはずです。建設から維持へと、身近な

問題にしっかり目を向けて積み上げていかな

きゃならんということですから、そういった

意味での議会の審査も十分に耐えられるよう

な日程設定をしていただきたいということで

ございます。 

それと、財政健全化計画づくりの時に、職
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員の皆さん方がこの計画に参加をしましたか

という問いかけを労働組合がやりましたら、

７割の方が参加してないというアンケート回

答結果だったんです。管理職層でも５割が関

係していないという回答、本当かなという気

がしたんですけれども、私は、それぞれの現

場で持っている、現場第一線で市民と対峙し

ている、市民と常に接しているこういう職員

が、今何が課題となって、そして行政の限界

はどこにあるか、一番良く知ってらっしゃる。

こういった全員参加でかかれるように、夢み

たいな抽象的な表現は要らないですから、一

つひとつの事業をどう進めていくかと、その

ために行政の限界というものを示して、建設

から維持へという方針と、文字通り人口減少

の状況だということを基本的な方向を示して

討論をする、課題整理をする、この作業が極

めて重要だと思うんです。その為にデータも

しっかり把握して開示をしていくと、ですか

ら、ぜひ参加をして実効性のある議論が出来

るように、リーダシップを発揮して、計画策

定に向けた骨子の考え方を市長がお示しにな

るべきだろうというふうに思いますので、今

申し上げた点についてお答えをいただきたい

と思います。 

訴状の送達、この内容については先ほどの

ご答弁の域を出ないでしょうから、中身につ

いて、さらにお尋ねをする気はありません。

ただ、１点だけ申し上げたいと思います。こ

の事件の発生というのが平成１６年、２００

４年ということでございまして、既に相当数

の年数が経過をしています。当時対応なさっ

たお医者さんが、今はおいでにならないとい

うことも聞いておりますし、院長先生も変わ

っておられる。事務方のトップも何人か交代

をしていまして、被告とされる美唄市側にし

たら、言わばそのときの状況というものは、

書き物でしか残ってないという、そういう実

態だと思うんであります。一方、原告の方は、

これは、検査入院を受けて、そして、医療過

誤ということですから、医療ミスがあったと

いうことをずっと頭に置いて、そして、簡易

裁判所での調停の協議から、それ以前から１

つの思いを一心に持ってここまで対処してき

たと思うんです。その差たるや非常に大きい。

私はこの医療過誤に関わる訴訟については、

当然、詳しくありませんし、司法の場での双

方の戦いになるということなんでしょうけれ

ども、様々な本を読みますと、どう言っても

被告側に立つ側は、極めて不利だとよく言わ

れています。それは、医療記録というものが

これは開示請求すれば出てくることでしょう

し、裁判所が証拠保全をすればすぐに手に入

る事なんでしょうが、これが意図的に改ざん

が行われたとか、あるものをなしと言ったと

か、これは非常に病院側が有利であると言わ

れている所以なんです。そして、実際、医療

の事故というのは起こりうると、人がやるこ

とですから、結論を先に言って議論ができる

状況ではありませんので、現時点で言えるこ

とは、医療記録の内容に関して、少なくとも

それを隠したり出さなかったりというような

事は、そんなことは考えてないのかもしれま

せんが、あえて申し上げますが、きっちり開

示をする。そして、この問題でいつも問題に

なると聞いておりますのが、どれだけお医者

さんが患者さんに対して、病状の説明をし、

そして、治療方法を伝え、別な選択肢も伝え、
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言わば患者さんがこの病院の診療に対して自

ら決断を下したかどうか。よく言われますイ

ンフォームドコンセント、これがどうだった

かということが問われることが多いと聞いて

おります。ここらの実態も今おいでにならな

い当事者ということになると思いますので、

ぜひ内部の状況調査なり、そういったものも

さらに進められて、ぜひ、しっかりとした事

実経過というものを訴訟の場で提示をして、

堂々と司法の場での争いに対応していただき

たいというふうに思うんです。それが、公的

病院の役割でもありますし、これから病院が、

病院情報、これらを市民に開示をしていくと、

こういったスタートにする意味でも、是非そ

ういったことに留意をされて、市長として今

後、十分代理人等との協議をしながら、進め

ていただきたいと思うんですが、その辺のと

ころのご認識をあえてお尋ねをしたいと思い

ます。 

行財政運営に関わる問題ですが、たくさん

の項目出されました。健全化計画との対比の

分は、過日の基本問題調査特別委員会で、同

僚議員からも交付税の見方少ないんじゃない

かと、臨時財政対策債、もっと地財計画では

増えているのに、なんでそんなにみないんだ

という指摘もあったわけでございまして、結

果としてその指摘が正しかったというような

内容で予算計上されていたわけであります。

これらの計画がどのように推進をされたかと、

計画そのものは職員に大きな痛みがあり、市

民の皆さんにもご負担が生じるという内容で

すから、しかし一方、計画策定から状況変化

はあり得るわけであります。ここのところは、

状況の変化があるからおかしいと言うつもり

は全くありません。その変更内容の説明がつ

くかどうかであります。この辺のところ、ま

た、予算委員会で議論をする機会があります

ので、できうれば、これは委員会に入ってか

らでしょうが、具体的に計画が予算と比して

どうなったか、対比表をつくっていただいて、

補助金の問題も、補助金は最後まで内訳が出

なかった、どこをどれだけの補助金をどれだ

け減らすのかという内訳は出なかった、しか

しなぜか総額は出ていたわけでありますから、

各団体補助、事業補助等、当初の計画よりも

少し捻出額が減ったようでありますが、これ

はどうなったかということがわかるように、

対比できるように１つ準備をしておいていた

だければありがたいんですが、これは予算審

査特別委員会がスタートをして、そこで、ま

た資料をどうするかという問題になりますが、

私とすれば、やはり数多い項目でありますし、

それぞれがきちっとした基準の基に予算計上

されているのかどうなのかという事もチェッ

クをしたいと思いますので、そんなご準備い

ただければありがたいと思いますが、これは

ご答弁結構でございます。 

栗山の問題ですけれども、これ市長は前向

きに評価をいたしました。私は、議会の内部

議論でもこの問題を何回か議論をしておりま

す。７つの議会としての判断するための資料

が必要かどうかということは別にしましても、

現状の、この提案理由のあり方であれば、提

案の内容を聞くのに議会の審査に時間がかか

り過ぎる、この内容がどうなってるんですか、

内訳は何ですか、コストはどれだけかかるん

ですか、他の政策と比較して類似のものはな

いんですか。他の選択肢はなかったのかと、
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他の自治体はどのようにやっているんですか

というようなことを聞くうち終わっちゃう。

それらが事前に出されていけば、それらを見

て議会の内部で議員同士が討論し合えると、

善し悪しの議論ができるわけであります。こ

れは双方にとっても政策立案する側も意思決

定する側もレベルアップになりますし、結果

として、市民の負託に双方が応えられるとい

うものではないかと私は思うんです。よし、

やろうと、衆議一決して美唄もこうやろうと

いうことになれば、市長は、よし、やろうと

いうふうに言っていただけるかどうかですね。

この６条と７条の件についてお答えいただけ

ますか。 

それから、同時不況の関係ですが、美唄に

とって戦後最大の経済危機なのかということ

をお尋ねしたんですが、厳しい厳しいという

ことは言ったけれども、お答えになってない

んですよ。私も美唄市民になって１年だけ美

唄市民から外れた時期がありましたが、ずっ

と美唄市民なんです。５９年からこの間の歴

史をずっと見て、果たしてこの戦後最悪な状

況なのかどうかということが率直に言っては

かり知れないんです。わからないんです。交

付税制度ができたときの戦後の混乱期、食糧

難ですね。それから、炭鉱閉山による人口の

激減、それから、５年単位で続いた災害、主

に水の災害が多くありました。最大の経済の

危機というのが一体実態どうなんだろうかと、

言葉が踊ってもいけませんし、この美唄の現

状というものを見なきゃいけないと思います。

さらに今後の推移も予測不能な面があるのか

もしれません。私は、戦後最大の美唄にとっ

て経済的なのかどうかということを把握する、

判断するその情報が持っておられないんじゃ

ないかという気がしてならないんですけれど

も、同じことを答えられるでしょうから、よ

り突っ込んだご答弁にはならないのかも知れ

ませんが、経済の問題それから雇用の問題、

文字通り連日報道されています。食傷気味に

なるぐらい、しかし、全てが深刻なテーマで

あります。 

最近は、生活保護の受給が増えたとか、そ

れから、弱者を直撃する母子家庭の生活状況、

こういったものも出ています。派遣切りだっ

て、美唄に戻ってきて、そして社会福祉協議

会での生活資金の申請に行った方もいるとい

うふうにも聞いています。美唄の生活保護の

受給が、この年末から年明けにかけてどうな

っているのかですね。これは現場の状況見れ

ばわかるでしょうし、一部お答えになりまし

たけれども、暮らしの面での影響はどう出て

いるのかですね。 

この私の質問通告というのは、商工労働な

んですよ。ですから、言わば製造業等々の事

業所がどうなったか、それと指定統計で出て

くる雇用の状況、美唄が補足をして独自で急

遽調べたもの、これらを総合して１回目の答

弁いただいたわけなんですけれども、私はい

ずれにしても、厳しい状況であることは間違

いないわけでありますし、戦後最悪かどうか

は別にしても、総合的な対策が必要だろうと

思うんですよ、総合的な対策、そのための対

策本部の設置が求められるというふうに思う

んです。対策本部ですよ。先ほど申し上げま

したように、金融の収縮とそれから輸出産業

を中心にした収縮が起きてるということが言

われています。美唄にも輸出産業を中心の事
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業所があるわけであります。こういった美唄

の現状を足を運んで、何千社もないわけです

から、足を運んで特徴的なところを回って、

状況把握をするということが必要でないです

か。 

それと、社会福祉協議会の生活相談なりの

窓口を含めて、生活資金等の窓口含めて福祉

現場におけるそういった公的な支援を求める、

そういう動きがどうなっているのか。これは

行政サイドで把握ができるでしょうし、１セ

クションでない各関係する部が、それぞれタ

イムリーに情報交換をして、全体のものにし

て、それを政策に活かす、北海道の基金だっ

て、まず積んだだけなんですから、その積ん

だ基金をどう具体的に有効な経済雇用対策に

つなげるかということで、それはこれからは

現場の実態を知っている基礎自治体がきちっ

と考え方を挙げて、そして、道からの金を引

き寄せると、こういう作業になってくると思

うんですけれども、そういう意味でも小さな

自治体が最も得意とする実態の把握ですよ。

これをまずして、連絡を取り合って進めてい

くという為の仕組みが必要ではないでしょう

か、機能する仕組みですよ。 

市政執行方針の５ページに、活力あふれる

まちづくりの効果的な推進というところに、

本市の特性を生かした食にこだわったまちづ

くりを総合的に進めていくためにも、市役所

内部の部局の垣根を超えた取り組みが必要な

ことから、本年２月に設置した、暮らしの安

全安心庁内推進会議や、地域経済活性化庁内

推進会議を有効に活用し、云々とあるんです。

食にこだわったまちづくりを進めていくため

にもと、こうある。私はこれは緊急な経済・

雇用を取り巻く状況を解決をする為のものな

のかと思っておりましたが、このくだりでは、

そういったものではないと思うんですが、こ

の既存の組織をどう使うかというのもあると

思いますので、ひとつその辺、お答えをいた

だきたいと思うんです。 

それから、いろんなメニューをこれから作

っていかなきゃならん。去年の１２月の第５

回の一般会計補正予算、それから年明けて第

６回の補正予算、これで国の一次補正、２次

補正に関わる対策が示されました。だけれど

も肝心な元々あった美唄の季節労働者の皆さ

んの就労支援としてやっているわずかなお金

ですよ。このメニューは除雪なんですけれど、

除雪なんていうふうにこだわらなくてもいい

んですけれども、現金を確保するための就労

支援、年間１００万ちょっと、これも段々落

とされてきた。これを今年の予算はないんで

すよ。無くしているんですよ、財政健全化と

称して。これ、やっていることがおかしいん

です。国が言われたら、国に合わせてメニュ

ーを作る、しかし、継続してやってきたこと

を切っているんですよ。私はまた予算委員会

もありますけれども、理解できないです。国

も本予算終ったら直ちに、また、追加の経済

対策を出すということを言っていまして、提

案してきた予算だから今ここで変えますとい

う議論にならんでしょうから、これは充実し

て復活すべきだと思いますよ。メニューを考

えて、笑われちゃいますよ、こんなことをや

っていたら。片方で草刈りやったり、何かソ

フトつくりですか、データの何とかのための

雇用の創出というのはやっておられるようだ

が、時代認識、状況認識も甚だしいというふ
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うに思いますので、この辺、せっかくの機会

ですから市長の考え教えていただけますか。 

それと、財産の保全です。南空知ふるさと

市町村圏組合の出資であります。私の方で調

べたんですけれども、お答えにもありました

けれど、これは元本保証だと、元本保証なん

ですけれど、保証期間は下ろせないというこ

となんです。これ見ますと、３０年以内とい

うことになっていまして、ノルウェーだかフ

ィンランドだか、そっちの外貨ですね。私は、

年間の利回り、運用益というのが総額で約１

０億の原資で、そのうち美唄が１億３，００

０万程度、その利回りが３，０００万を超え

た時期もあった。しかし利率が落ちてきて、

現在は１，４００万くらい、中間に証券会社

入っていますから、手数料も取るんでしょう

から、私は元々こういった基金運用ですから、

そこで果実が出なきゃ運用できないという弱

さつらさありますよ、つらさありますけれど

も、外国まで金持っていって運用して使うの

が、公的な組織のやることなのかということ

を申し上げたことがあります。さっさとふる

さと市町村圏組合は解散をして、貴重な原資

を戻してもらいなさいということを申し上げ

てきたつもりであります。 

しかし一方、このふるさと市町村圏は、向

こう１０年間の計画をさらに作るそうであり

ます。向こう１０年間のふるさと市町村圏と

してどうしてかということの計画を作るとい

う段階だそうであります。私は、この一部事

務組合の役割というものは、極めてあいまい

であり、既にその役割は終わったという感が

今でも変わっておりません。しかし、やめる

となると構成自治体の合意形成も必要でしょ

うし、１億円出している道の考え方も必要で

しょう。しかし、この種の広域事業に関して

は、国ももう必要ないという趣旨の事を言っ

ている訳でありますから、ぜひ、積極的にふ

るさと市町村圏組合の役割もさることながら、

市民の財産をしっかり保全をしていくという

立場からも、おやめいただくようにそういう

役割を果たしていただきたいと思うんですが、

お答えをいただきたいと思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 紫藤議員の質問に順次お

答えいたします。 

１点目の実施計画の策定でございますけれ

ども、これにつきましては、今回の総合計画

のときに、この実施計画をつくらないという

ようなことで、新しいやり方をしていたわけ

でございますけれども、これにつきましては、

今後この実施計画の必要性について十分検討

してまいりたいと思っております。いずれに

しましても、今回の総合計画というものは、

従来と違うと言うか、やはり右肩上がりの状

況は望めない、人口も減少する、それからい

ろんな部分で言われるように、建設から維持

へという考えも当然入れていかなければいけ

ないと、そういう中でどんな作り方をするか

というのは、非常にこれは従来と発想を変え

ないといけないなと思っております。この点

十分踏まえながら、言われるように、職員参

加というこのあたりは、やはりこれからの美

唄のまちを行政としてつくっていく本当に若

い職員の方の意見なども十分反映されるよう、

そういう仕組みにしていきたいなというふう

に考えているところでございます。 

それから、基本構想案の議会への提案時期、
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これについては、今ご指摘を踏まえまして早

めるべきではないかというのがありましたけ

れども、これは作業の面とかスケジュール面

から、可能かどうか今後検討させていただき

ますけれども、これについては言われるよう

に審議会に議員さんが入っていないというこ

ともありますので、できるだけこれは早めに

するような形で努力してまいりたいと考えて

ございます。 

それから、訴訟の部分でございますけれど

も、今訴訟にあたっては事実関係をもとに、

相手方の主張に対し誠実に対応してまいりた

いと考えているところでございまして、今後、

事実関係をきちっと説明していく事が公立病

院としての役割の一つであると認識しており

ますことから、本市の代理である弁護士とよ

く相談して、慎重かつ適切に対応してまいり

たいと考えているところでございます。 

栗山町議会の部分でございますけれども、

当然、いろんな施策を実行するにあたって、

いろんな説明をしっかり共有するという、わ

かりやすく作成した説明資料等も当然必要で

しょうし、議会と市が一体となって、まちづ

くりを進める上で、大変重要なことと考えて

いますので、今後これについて私どもも検討

しますけれども、議会の方でもご検討願えれ

ば幸いでございます。 

今の経済状況がどうなのかという中で、北

海道が１人負けしていたような状況下で、ず

っと低迷してる状況、これがさらにもっとひ

どくなるのかなということで、本当に心配を

しているところでございます。幸いに輸出産

業は私どもの町にないなと思っておりました

けれども、やはり、輸出産業関連というのが

ひっかかってきておりまして、隣町の奈井江

あたりに働きに行っている方々に影響してく

るんじゃないかと、こんなことも懸念してい

るところでございます。戦後最大かどうかと

いう、この点はあれですけれども、私どもが

今まで承知してないような経済状況になるの

ではないかと、このことは、これからのいろ

んな国・道等の状況を見れば、私ども懸念し

ているところでございまして、これが市税収

入とか、様々な収入減につながる、地方交付

税も今年は増えた状況でございますけれども、

これも国税を一応ベースにしてございますか

ら、このあたりがどうなっていくのかと、来

年以降の地財対策も今から心配しなければい

けないような、そういう厳しい状況であるこ

とは確かだと考えているところでございます。

おっしゃられるように、いろんな形の、市内

の企業の実態把握とか、それから、福祉現場

に生活資金等の問題ありますけれども、これ

らがどうなっているか、このあたりも十分踏

まえながら、今回、私ども庁内につくりまし

た地域経済活性化庁内推進会議、これが当然

本市の厳しい経済状況も踏まえると、この一

方で、こういう厳しい中にあって、どんな形

で活性化をするかと、この辺りの現状をしっ

かり把握した中で、活性化策を講じていくと、

このあたりを今横断的にやるということでス

タートしたものですから、このあたりの組織

でしっかりこの対応をしてまいりたいと思っ

ているところでございます。 

それから季節労働者の就労対策事業につい

てでありますけれども、これは平成１９年８

月に設置された、美唄市季節労働者通年雇用

促進協議会におきまして、セミナーとか講習
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会を開催するということで、季節労働者にも

通年雇用に向けた取り組みが行われていると、

この辺りの部分は実際にこうやっております

ものの、今回季節労働者の就労対策事業、こ

れが今までやっていた分でございます。これ

を取りやめることとしたところでございます

けれども、今後も季節労働者の雇用環境の把

握に努めて、国や道の政策の動向も踏まえな

がら、本市としても必要な対策を検討してま

いりたいと、雇用情勢が本当に激変しており

ますので、これについては、私ども今国や道

の動向も踏まえながら、私ども市として何が

できるか、この辺りを検討してまいりたいと

考えているところでございます。 

それから、ふるさと市町村圏組合、これに

ついては、前回もやめるべきではないかとい

うようなご意見もいただいております。今ま

で広域行政という部分でやってきておりまし

たけれども、先般、総務省から市町村合併の

進展などを背景として、広域行政圏の施策を

終了する旨の表明があり、今後の広域連携に

つきましては、関係市町村が自主的な協議に

基づき取り組むこととされたことから、南空

知ふるさと市町村圏組合におきましては、今

後の組合のあり方について協議を行っていく

こととした、この事は私ども、首長集まりま

して決定したところでございます。ただ、こ

こには議会がありますので、この議会の中で

今後この南空知市町村圏組合というのが本当

に必要なのかどうか、それから基金を運用し

てやるべき事業なのかどうか、これは少し時

間をかけたいというような皆さんの共通認識

になってございます。その中で基金の運用、

外国債で運用していると、これは、元本が保

証されていても３０年というスパンやってい

るものですから、相当高利利子が出て今まで

よかったんですけれども、これが、ずっと利

子運用の分が減ってきています。それで、い

ろんな今まで計画している事業を縮小するか、

そしてどうするかと、やめるということも踏

まえ、これは各市町村でいろんなご意見が出

てくると思いますので、この組合の議会でも、

私どもと一緒に議論していきたいと考えてご

ざいます。今後、いろんな形で連携は広域的

にはとる必要はあるものの、組合がそれを果

たすべき役割になるかどうか、この辺りは再

考してまいりたいと考えてございます。 

●議長林 国夫君 １３番、紫藤政則議員。 

●１３番紫藤政則議員 ２点お尋ねします。

就労支援の関係です。従来からの公共事業の

落ち込みによりまして、季節労働者の雇用の

場がどんどん縮小されて、そしてさらに追い

打ちをかけるように、国は特例一時金５０日

支給を３０日支給に改悪をしたと、１年間の

４０日という経過規程はありましたけれども、

合わせて冬季の講習制度、技能習得のための

講習制度、２０日間出れば１１、２万と。少

し下がったかな、最後は。これも無くした。

今市長言われた再就職セミナー等を行ってい

る季節労働者の協議会みたいなものができた

ということなんです。 

しかし、この協議会は何をしているかと言

うと、現金収入がない雇用の場を提供するも

のではないんですよ。現場見たり事業所を見

たり、講習会を受けたり、この程度なんです。

ですから、代替されたそういう仕組みではな

いんです。結果として残ったのは美唄の冬期

間の除雪、人数によって違いますけれど、多
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けりゃ１人５，０００円ですよ。うまくいけ

ば１万円と、これの直接就労の機会を与えて

いたというやつをカットしたんですから今年、

それとわけが違うんです。追い打ちをかけて

やったということなんです。私はよく季節労

働者の方とお会いする機会があります。本当

に仕事がない、生活保護しかないということ

言われています。深刻ですよこれ。 

そして、声を大にしてしゃべる人が少ない。

この緊急雇用対策をやろうかというときです

から、今言ったような答弁でなくて、今言っ

た答弁はやるともやらんともわからん答弁だ

から、その現状を見た時に、この予算でカッ

トしたというものも再考できるかどうかも含

めて、検討したいぐらいならわかるけれども、

さっきの答弁では、よく理解できないので、

あえてお尋ねをいたしました。 

それともう１点、次期の総合計画でござい

ますが、私は、ここでかぎを握るのは、この

新しいまちづくりをどうしていくかというこ

とで、かぎを握るのはスタートは職員なんで

す。現場を知っている職員、この４月以降、

美唄の経済はさらに悪化しますよ、この給与

の面だけで。平均１４．６の給与の削減がこ

の４月の支給から出てくるわけです。文字ど

おり生活設計を見直すと、こういうことを強

いられているわけです。そんな状況下で美唄

の新しい計画づくりのために汗をかけと言っ

て、モチベーションを上げていい結果を求め

るということは至難の技なんです。皆苦しい

んだからしょうがないじゃないかという思い

で働いている方多いと思いますよ。私は、こ

こでモチベーションを上げる方法はあるんで

すよ。この７年間ですよ、単年度単年度を見

直していきますけれども、この７年間ですか

ら、今５３歳の人は減らしっ放しなんです。

ずっとそのまま行くんです。１４．６％の賃

金削減がなぜ必要かというと、金がないから

と、人件費総体を浮かさなきゃいけないから。

じゃあ１４．６％の人員削減ができないかと、

非常にわかりやすい話ですけれども、これは

今新たな美唄市再生の為の政策転換をした計

画づくりに当たって、何度も言いますが、建

設から維持へ、次に、次に、数字が上に上が

るという数値目標ではない。心の豊かさを追

求するまちづくりは何だろうかと、本当に行

政がやらなきゃならんものはなんだろうかと

か、こういった業務の総点検、スクラップ・

アンド・ビルドを重ねて、そして、今度は管

理部門を中心にした業務委託を検討されて、

人員の配置の見直しをぜひ考えてほしいと現

場から、それで結果として１４．６％の人員

減が出たら、達成段階で給料は元に戻ると、

私一所懸命検討すると思いますけれどね。こ

れをご指示なさるべきなんですよ。閉塞感の

ある庁内の状況が、明るい展望で仕事に従事

する人が出てくる可能性が大いにあると思い

ますよ。ぜひ、そういう指導性を市長、発揮

していただけないでしょうか。 

この２点、お答えいただきたいと思います。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 紫藤議員の質問にお答え

します。 １点目の、季節労働者の就労対策

事業、これにつきましては、今回１次補正で

すか、ワックスがけを行なったときに、私ど

もは派遣切りとかない中で、１００名ぐらい

の方が来たということで、本当に今の美唄市

内における雇用情勢というのは、本当に恒常
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的に厳しいものがあると。その中で今回、こ

の季節労働者の部分で、就労対策について事

業を取りやめたというところございますけれ

ども、これにつきましては、状況が非常に激

変しているということも踏まえて、国・道の

施策の動向を踏まえながら、市として必要な

対策を検討したいと、これについては、この

事業をどうするかという部分ということでな

くて、この辺りは変わる事業にするべきか、 

いずれにしても、今まで以上に季節労働者の

対策として拡充するような方向で考えていき

たいというふうに考えてございます。 

それから、２点目の計画策定において、職

員参加を当然考えておりますけれども、その

中で職員のモチベーションを上げる、このこ

とは最も私も大切なことだと思っております。

そういう部分で７年間の人件費の分の削減と

いうのが、意識の低下につながるんじゃない

かという、この辺りは当然のご指摘だと思っ

てございます。私ども、いろんな形でいろん

な経費の見直しから、それから、国に対する

財政支援などをこれから行うことで、少しで

もこの期間が短くなるような部分で努力して

まいりたいと思っておりますし、この人件費

については、毎年見直しするということにな

っていますから、これについて、いろんな方

法、手法についてこれも職員から提案してい

ただきたいなと、このことも考えております

ので、全て７年間固定したものではないとい

う考えのもとに、これから計画を実行してま

いりたいと考えております。 

●議長林 国夫君 次に移ります。 

 ７番、長谷川吉春議員 

●７番長谷川吉春議員（登壇） 平成２１年

第１回定例会にあたり、大綱４点について市

長にお尋ねいたします。 

 大綱質問の１点目は、農業行政についてで

あります。本市の基幹産業である農業につい

ては、市としても農家経営の安定のため一定

の施策が取り組まれてきたと思いますが、昨

今の農業を取り巻く情勢は、相次ぐ減反政策

や農産物価格の低迷、輸入による汚染米の食

用としての流通、食料自給率の低下、農家経

営者の高齢化と後継者不足など、極めて厳し

い状況にあるものと思われます。本市農業が

今後どのようになっていこうとしているのか

懸念されるわけであります。 

お聞きしたいことの１つ目は、今年度の主

な農作物の作況についてであります。昨年は

春から夏にかけての天候不順もあり作物の生

育が順調だったのか、収穫がどうだったのか

懸念されます。今年度の主要農産物の反収は

平年と比べてどうだったのかお聞きいたしま

す。 

２つ目は、天候不順に伴う対策についてで

ありますが、今年の冬は異常気象かどうかわ

かりませんが、気温が高く、降雪量も平年の

半分以下という状況です。これまで何人かの

農家経営者の人の話では、水不足になること

を大変心配されているわけです。それに対し

てどのように対応しようとしているのかお聞

きいたします。 

３つ目は、農地改革プランについてであり

ます。農水省は食糧供給力の強化を掲げ、一

般の株式会社による農地の転職を進める農地

改革プラン、以下プランと言いますけども、

このプランを今の国会に提出しようとしてい

ます。戦後農地制度は家族経営を軸にして、
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自ら耕すものに農地取得の権利を認め、地域

に定着した農業者が安心して農業に取り組め

るようにする耕作者主義を原則としてきまし

た。この原則によって戦後農地の発展、農外

企業による農地の無秩序的な他用途転用や土

地投棄を防ぐなど重要な役割を果たしてきま

した。ところが、今回の農水省のプランは、

耕作者主義の原則を掘り崩し、利潤第１の株

式会社に農地の貸借を認めるものです。企業

の参入が自由になれば、有利な作物から家庭

経営が駆逐される一方、不採算を理由にした

耕地放棄や利潤の見込める用途への転用など

地域農業を阻害する懸念も強まります。これ

では農地農村を一層荒廃させかねません。こ

のような内容を持っていると思われる農地改

革プランに対し、市長はどのようにお考えな

のかお尋ねいたします。 

大綱質問の２点目は、労働行政についてで

あります。アメリカ発の金融危機に端を発し

た急激な景気悪化の元で、大企業が競い合っ

て派遣切り、期間工切りを進め、急激な雇用

悪化が深刻な社会問題を引き起こしています。

年末年始の年越し派遣村はその象徴でありま

す。これはこの間の労働法制の規制緩和によ

って１９９９年には労働派遣法が原則自由化

され、２００４年にはこれが製造業にも拡大

され、多くの企業が正規社員をいつでも首切

り自由の非正規労働者に置きかえ、急増させ

た結果であり、まさに政治災害とも言うべき

ものであります。企業から解雇された派遣労

働者は、数十万人にも上り、帰るあての無い

人達、また、ふるさとに帰っても就職できな

い人たちが無数にいます。 

具体的にお聞きいたしますが、１つ目は、

本市での派遣切りや期間工切りで帰郷された

人達の現状はどのようになっているのか、お

聞きいたします。 

２つ目は、労働相談についてであります。

本市には労働相談窓口がありますが、これま

で派遣切りに関係する労働相談があったのか

どうか、お聞きいたします。 

３つ目は、失業者の生活保護申請、市税減

免申請についてであります。かつてない景気

の悪化、失業者の増加の中で各地域でも生活

保護申請が急増していますが、本市において

は申請も含め、生活相談の状況はどのように

なっているのかお聞きいたします。あわせて

失業による収入減などの理由による市税の減

免申請の現状についてもお聞きいたします。 

４つ目は、緊急雇用創出事業、ふるさと雇

用再生特別対策事業の見通しについてであり

ます。国では、地域活性化生活対策臨時交付

金のほか、緊急雇用創出事業ふるさと雇用再

生特別対策事業などの事業を計画しています

が、本市でのそれらの事業についての見通し

をどのように考えておられるのか、お聞きい

たします。 

大綱質問の３点目は、公営住宅法について

であります。国では、今年の４月１日からの

施行日としての公営住宅法の施行令の一部を

改正しましたが、本市には１，０５２戸の市

営住宅と２０２戸の道営住宅があり、入居者

にとっては直接生活にかかわる大きな問題で

す。お聞きしたいことの１つは、施行令の改

定による収入基準の変更についてであります。

施行令の変更により家賃の算定方法が変わり、

家賃の改定があると聞いていますが、その改

定の内容についてお聞きいたします。 
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２つ目は、利便性係数の見直しについてで

あります。政令改正のほか、道営住宅ではエ

レベーター設置による利便性係数の見直しを

行うとのことでありますが、その概要と市営

住宅での取り扱いはどのようにしようとして

いるのか、お聞きいたします。 

大綱４点目は、市政執行方針についてであ

りますが、食の駅について改めてお聞きいた

します。今定例会での市長の市政執行方針で

は、これまでの市政執行方針でたびたび言わ

れてきた、いわゆる食の駅という言葉が昨年

から言われなくなってきています。かなりト

ーンダウンしているということが言えると思

います。私は食にこだわったまちづくりにつ

いては、あながち反対するものではありませ

んけれども、その中でのこの食の駅という問

題については、施設を利用しての食の駅は財

政的にも大きな負担になるという事を懸念し、

大幅な見直しをするべきだということをたび

たび申し上げてまいりました。食の駅につい

ては、多くの市民からも強い批判があったと

ころでありますが、市政執行方針で食の駅の

言葉が使われなくなったのは、その構想を凍

結したのかどうか、お聞きいたします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君（登壇） 長谷川議員の質

問にお答えします。 

初めに、農業行政について、天候不順に伴

う水不足についてでありますが、本市におけ

る今年の冬の降雪量、積雪深はともに平年を

大きく下回り夏場の用水不足が懸念されます。

本市の水田の大部分は北海幹線用水路の水を

利用しており、先般、用水路管理者である北

海土地改良区に水源地周辺の状況を確認した

ところ、水源地である空知川の滝里ダム周辺

山間部や、上流部における降雪量は平年より

少ないものの、北海幹線用水への影響はない

ものと伺っております。しかしながら、北海

土地改良区では農業改良普及センターなどと

連携し、春先からの適正な水利用や効率的な

水管理について趣旨徹底を図ることとしてお

り、本市としてもその情報の収集や提供に努

めてまいります。 

また、ため池の水を利用している農家の

方々につきましても、春先からの農作業に支

障を来すことのないよう、農業改良普及セン

ターや農協などと連携し、農作物への適正か

つ効率的な水管理の指導に努めてまいりたい

と考えております。 

次に、農地改革プランについてであります

が、昨年１２月に国が公表した農地改革プラ

ンは、世界の食料自給の逼迫の度合いが強ま

っている中、我が国の農地が抱えている問題

点を解決し、食料供給力の強化と食料自給率

の向上を目指す為、新たな農地政策を構築す

るもので、次期通常国会において関連法案が

提出されることとなっております。主な内容

といたしましては、農地の減少を防ぐ為の農

地転用規制の強化、農地の有効利用を図る為

の賃借権設定の要件緩和、さらには相続税等

の農地税制の見直しなどとなっており、農業

従事者の減少、高齢化等による耕作放棄地の

防止や優良農地の確保、農地の有効活用など

につながるものと考えております。 

次に、労働行政について、派遣切り等の現

状についてでありますが、これまで市内事業

所においての派遣切りや期間工切りなどの雇

い止め、また、他の地域から失業し本市へ戻
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ってこられた方の実態については、ハローワ

ークに確認したところ人数把握は困難とのこ

とであり、実態が把握できない状況でありま

す。 

次に、労働相談についてでありますが、市

として労働問題に関し、現在のところ派遣切

り等の相談を受けていないところであります。 

また、連合北海道美唄地区連合会が行なう

労働相談業務では、平成２０年４月から本年

２月末現在で２０件の相談が寄せられており、

そのうち解雇に関するものが４件ありました

が、派遣切りなどについての相談はないとの

報告を受けているとこであります。いずれに

いたしましても、今後とも労働関係機関など

と緊密に連携し、労働相談にきめ細かく対応

してまいりたいと考えております。 

次に失業者の保護申請についてであります

が、昨年の１２月以降で申しますと、派遣切

りによる相談者が２名、うち１名は辞退、残

り１名の方は保護の申請を行っております。 

また、失業等によるものと思われるものも

含め、相談件数が昨年の１２月以降２月末現

在で１８１件あり、昨年度の同時期と比較し

て４５件の増となっております。 

次に市税の減免申請についてでありますが、

平成２０年度においては、これまで生活保護

受給者を除き８名の方から申請があり、市税

条例及び市税減免基準に基づき、生活困窮を

理由とするものが２名、災害によるものが１

名、その他の理由によるものが５名の合計８

名について減免を決定しているところであり

ます。 

また、さまざまな事情で納税に困難が生じ

ている方に対しては、納税相談を実施し、分

割納付などにより対応しているところであり

ます。 

次に、緊急雇用創出事業等の見直しについ

てでありますが、緊急雇用創出事業の事業費

は、３カ年で約１，５７０万円となっており、

平成２１年度では防風林環境整備事業で約５

５０万円、郷土史料館資料データベース化事

業に約２７０万円、企業情報データベース化

事業に約１２０万円で３事業合わせて９４０

万円を予定し、新年度予算に計上していると

ころであります。 

なお、防風林環境整備事業については、平

成２３年度まで継続し実施する予定でありま

す。この事業の実施に当たっては、人件費の

比率が事業費の７割以上、かつ新規雇用者の

うち失業者の割合が７５％以上で１人平均の

労働日数が４５日以上６カ月未満であること。

労働者の募集は、ハローワークへの求人申し

込み、または公募によること。市町村が直接

実施するか、または民間企業等に委託事業で

あること、などの条件等が付されております。 

次に、ふるさと雇用再生特別交付金に対応

する事業として、地場産品アンテナショップ

運営事業を計画し、現在北海道に対し事業採

択の申請を行なっているところです。本事業

は、地場産品のアンテナショップを開設し、

農産品や特産品などの展示販売や、地域資源

の情報発信を行おうとするもので、３カ年で

約２，９００万円の事業費を見込んでおり、

北海道から事業採択の内示が示された後に予

算等の措置を行うこととしております。事業

実施に当たっては、失業者に向けられる人件

費が事業費の５割以上で、新規雇用する労働

者の雇用期間は原則１年以上であること。労
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働者の募集は、ハローワークへの求人申し込

み、または公募によること。事業終了後も継

続的な雇用が見込まれること。民間企業等へ

の委託事業として実施すること、などが条件

となっております。 

公営住宅法について、施行令改正による収

入基準等の変更についてでありますが、公営

住宅に入居できる収入基準は、平成８年に月

収２０万円に設定されましたが、その後、全

国的に低所得者や高齢者世帯が増加し、住宅

に困窮する入居希望者の多くが入居できない

状況にあることから、国においては、平成２

１年４月１日付けをもって月収１５万８，０

００円に収入基準を改定するものであります。 

また、収入ごとに８段階に区分されている

家賃算定基礎額、及び区分ごとの上限額につ

いても見直すものであります。 

なお、このたびの改正に伴い新家賃額が旧

家賃額を上回る既存入居者に対しましては、

入居者の負担増に配慮して、平成２５年度ま

での５年間で段階的に新家賃に移行するよう

激変緩和措置が講じられているものでありま

す。 

次に、利便性係数についてでありますが、

周辺地域の状況や設備等を勘案し、都道府県

や市町村がそれぞれ定めるものとされており

ます。北海道ではエレベーターが設置されて

いる住宅について、居住性の向上による便益

を家賃に反映させる為、利便性係数を改正し

ておりますが、本市においては、入居者のさ

らなる負担の増加を招かないよう、今回の改

正には含めない事としております。 

次に市政執行方針について、食の駅につい

てでありますが、これまで本市の経済の振興

や交流の促進が図られるような施設のあり方

等については、調査検討してきたところであ

ります。食の駅については、本市の強みであ

る農業や食を中心に産学官と市民が連携し、

特産品の開発、販路拡大等さまざまな視点に

立って進める、食にこだわったまちづくりの

一環として、食のフリーマーケットや農産物

高付加価値化などの取り組みの成果を踏まえ、

市民に親しまれ、また訪れる人にも魅力ある

施設として整備していくことが必要と考えて

おります。現在基本構想案の取りまとめを進

めており、市民の皆さんの御意見を伺いなが

ら、慎重に検討してまいりたいと考えており

ます。 

なお、今年度の主な農産物の作況につきま

しては、農政部長から答弁させていただきま

す。私からは以上でございます。 

●議長林 国夫君 農政部長。 

●農政部長林信孝君 今年度の主な農産物の

作況については私から答弁させていただきま

す。 

今年度の主な農産物の作況状況についてで

ありますが、過去５年の平均反収との比較で

は、水稲は５７９キログラムで５．７％、小

麦は５３６キログラムで２３．２％、大豆は

２８８キログラムで１２．９％と、それぞれ

増加しております。タマネギは４，７３８キ

ログラムで８．２％、アスパラガスは２７５

キログラムで２５％と、それぞれ減少してお

ります。以上でございます。 

●議長林 国夫君 ７番、長谷川吉春議員。 

●７番長谷川議員 この場から何点かについ

て再質問させていただきたいと思います。 

最初にお聞きしたいことの１つは、いわゆ
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る農地改革プランの問題であります。農地改

革プランでは、国内の食料供給力を強化して

食料自給率の向上を目指していくということ

が、この改革プランの中でうたわれているわ

けです。 

しかし、食料供給力の強化と食料自給率の

向上とは、どのように違うのかということで

は、農水省では食料供給力の強化前提として

いるけれども、しかし、食料自給率を引き上

げるということの具体的なプロセスは載せら

れていないわけです。農地改革プランでは、

世界的な食料不安、食料供給の切迫の中で圧

倒的な国民が食料自給率の引き上げを望んで

いることを逆手にとって、あたかも食料自給

率向上ができるかのような幻想を振りまいて、

株式会社にまで農業参入ができるように農地

法を変えようとしているわけであります。意

欲のあるものに農地が集積されるようにする

として、法案の理念をいわゆる農地の有効的

な利用の促進をあげて、その意欲あるものの

範囲にはこれまでの要件を廃止して、農地そ

のものの所有は認めないけれども、だれでも

農業に参入できるそうした貸借権を認める、

そうした内容になっているわけです。食料供

給力の強化のために必要な農地を確保すると

いう、このためとして、法案では農地転用の

規制と罰則を強化しています。 

しかし、実際には転用規制強化は実際には

企業の参入を想定して、農地が荒れることを

懸念する農民や関係機関を納得させるものに

はなっていないわけです。所有権は認めない

としていますけれども、民法上貸借の期間は

２０年以下ですが、これを農地に限っては５

０年以下といういわば半永久的とも言える内

容を持っているわけです。言って見れば事実

上の所有権と同じようなものになるわけです。 

しかし、この賃貸借の基準となっている市

町村の標準小作料を配収することにしている

ことから、実際に貸借している農地も含めて、

農業を営んでいる農民から参入しようとする

企業がその分を奪いかねないことも懸念され

るわけです。 

また、何年分もまとめて払うからと、より

安く借り受けることもあり得るわけです。 

また、意欲があればだれでも農業ができる

のかという問題もあります。今現在農業を営

んでいる方のほとんどは、自然を相手にする

農業に対する愛着を持っており、経営を守る

ために当然のこととして努力を惜しみません

けれども、損得だけで農業しているわけでは

ないわけです。あわせて共同で水路管理や環

境整備などの作業も行っていますけれども、

企業が参入した場合にはこのような共同行動

の妨げになることが懸念されるわけでありま

す。 

２００５年にこの貸借による農外企業の参

入が拡大されて、全国で２８１社、これは昨

年の３月現在ですけども、８１社が進出した

わけですが、その中で赤字経営が６３％に上

っております。これは昨年８月の全国農業会

議所などのアンケート調査でわかったわけで

ございますけども、そのうち既に３８社が撤

退すると。これは、昨年９月の農水省の調査

で明らかになっているわけであります。千歳

では以前にオムロン関連の会社がトマト栽培

を手がけて、大規模のガラスハウスが作られ

ました。ところがその会社が破産して、次に

また別な会社が入ってきましたけれども、そ
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れも撤退し、残されたガラスハウスを維持す

る為に１日１５万円の燃料代がかかり、その

後の処理に農業委員会が苦慮している。こう

した実態も明らかになってきているわけであ

ります。農地改革プランは、農業を発展させ

るものではなくて、一般企業の参入を容易に

するものであって、企業が自由に参入すれば、

家族経営が破壊されていくものと考えるわけ

であります。こうしたことから、この法案を

撤回するよう国に対して強く働きかけるべき

だと、このように思うがわけですけども、市

長のお考えをお聞きしたいと思います。 

次に、労働行政の問題ですけども、今全国

的に失業者が非常に多くなってきているわけ

ですけども、そうした中で、派遣切りだとか、

あるいは期間工切り、そうしたものばかりで

なくて、さまざまな形での失業の形が出てい

るわけですけども、そうした中での生活保護

の相談などに来る人達、本当に市役所の福祉

課に行くということは、その人にすれば非常

に勇気のいることだと思うわけですね。よく

よくのことでないと切羽詰った状態になって

初めて市役所の方に相談に来るという状態が

あるわけですけども、そうした中で、市の職

員の対応としてはそうした実情を十分勘案し

ながら、本当に必ずしも生活保護が認められ

るかどうかということは別にしましても、そ

の人が生活の見通しを失って、そして止む無

く市役所に相談に来るという場合が多いわけ

ですけども、そうした人たちに仮に生活保護

が認められない場合であっても、その人の生

活に見通しを立てられるような、展望を持て

るような、そうした相談をしていくことが必

要でないかと思うわけですけども、その点に

ついての対応に対して、お考えをお聞きした

いと思います。 

次に、緊急雇用創出事業、ふるさと雇用再

生特別対策事業の見通しの問題ですけども、

こういう話が出た時に、それから定額給付金

の問題がいろいろ世間でも話題になった当時

の話なんですけども、その事とあわせて、美

唄での財政再建健全化計画、そうしたものと

の兼ね合いで、市民の中ではいろんな話が飛

び交ったわけです。この定額給付金が麻生首

相がそれをもらうのはさもしいと言ってみた

りね。経済対策のためにもらうと言ってみた

り、かなり迷走しているわけですけども、そ

うしたことも含めて、この定額給付金の使い

道ということでは随分いろいろ世間を話題に

なったわけです。そうした中でのいろんな人

たちの話の中で、美唄で言えば定額給付金が

４億４，６１４万何がしと。また、地域活性

化生活対策臨時交付金が２億７，９２５万と

かという金額があるわけですけども、しかし、

一方では、病院の特例債に８億３，０００万

を借りると。そしてそれを将来にわたって返

していかないとならないという事があって、

いろいろ人と人との会話の中で、定額給付金

を個人個人に渡さないでこれを一括して地域

活性化対策交付金と合わせて、そのほかに緊

急雇用対策事業だとか、そういうものを入れ

れば、８億３，０００万の国から借金しなく

ともやっていけるんでないかというような意

見を言う人たちもいたわけです。実際にはそ

れはいろんな事業の性格の違いもあったりし

て実現できないことですけれども。 

しかし、今のこの美唄市民の中で非常に今

のこの生活、かなり深刻な状態にある。また、
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将来にわたっても、いろいろ市民負担が重く

なっていく、そうしたことを憂慮をしている

中で、できないけれども、そうした何て言う

んですか、冗談交じりみたいな形でのいろん

な話が出て来るわけです。それだけ今の市民

生活切迫した状況にあると思うわけですけど

も、私はこうした交付金の事業を検討してい

く上で、そうした住民のさまざまな要望や意

見、そういうものを是非切実な要求について

は、ぜひとも取り上げていってほしいという

具合に思うわけですけども、そうした住民の

要望や意見に対して、市の方ではどのように

対応しようとしているのか、その点について

お聞きしたいと思います。 

次に住宅の問題ですけども、施行令が変わ

って、いわゆる収入基準が変わるということ

になるわけですけども、どういう部分が家賃

にどうはね返ってくるのかということで言え

ば、家賃の減免の上限を７万３，０００円か

ら７万１，０００円に引き下げるという事。

それから、家賃の減免制度はこれまで生活基

準をもとにして適用範囲を決めてきていたん

ですけども、それを直近の基準にするという

ことで、国の方での審議会の答申があったわ

けですけども、それを受けてこの４人世帯で

は政令月収で７万３，０００円を年額にすれ

ば、３１３万円に下げられるわけです。さら

にこれまで収入から除外されていた、いわゆ

る労災による障害年金、遺族年金も収入とし

て認定するということになっているわけです。

北海道全体で見ますと、この道営住宅の中で、

６，６００世帯が月額２００円ないし８，０

００円の値上げになると。それから、６，８

００世帯が月額１００円から７００円値上げ

すると。これが全道的な状況、道営住宅の状

況なわけですけども、美唄の場合個々の場合

で言えば、そうした基準の変更、あるいはさ

まざまな個々の家庭の家族構成だとか、収入

の変化だとか、そういうこともあって、単純

に１世帯幾ら上がるということはなかなか計

算しづらいところもあるかもしれませんけど

もね。やはり美唄でも市営住宅が１，０５２

世帯、また、道営住宅では２０２戸、そうい

うところに人は住んでいるわけですから、非

常に大きな影響があるわけですね。 

お聞きしたいことで言えば、１つはいわゆ

る施行令の改正に伴って市営住宅の家賃が入

居者に及ぼす影響、特に低所得者に対してど

のような影響を及ぼすのかお聞きいたします。 

２つ目は、いわゆる収入区分の変動があっ

たわけですけども、これまでに認定されてな

かった分が認定されたりして高額所得者にな

ったという場合もでるわけですけども。その

場合は、市営住宅を出なければならない、そ

うした世帯も出てくると思うわけですけども、

そうしたものに対してどのような扱いになる

のか、お聞きいたします。 

３つ目は、この市営住宅に入居できる収入

基準、これが引き下げられたわけですけども、

これによってこれまで入居できたのが入居で

きなくなるという世帯も出て来るわけです。

そうした世帯がどのぐらいになるのか、その

点についてお聞きいたします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 長谷川議員の質問に順次

お答えします。 

初めに、農地改革プランについてでありま

すが、この改革プランでは、農地の賃借権の



 - 124 - 

要件が緩和されることから、企業による農業

経営の参入が拡大するものと考えられます。

しかしながら、農地の集団化や周辺地域の農

業の効率化などに支障が生じると思われる場

合は、農業委員会が許可しない要件を新たに

設けておりますので、こうしたことも踏まえ、

農業委員会と連携を図りながら、農地の保全

と有効活用に努め、地域農業の発展と活性化

を図ってまいりたいと考えております。 

次に、保護申請についてでありますが、厚

生労働省では平成２０年度生活保護の実施要

領の改正において、新たに規定を創設し、申

請権を侵害しないことや、関係機関との連携

により、要保護者の発見、把握に努めること

などについて留意する旨の通知がありました

ので、このことも十分に踏まえ、きめ細やか

な対応に努めております。 

次に、労働行政についての市民要望などに

対する対応についてでありますが、本年度の

国の第２次補正予算に伴う事業の選定に当た

っては、全庁的に課題を調査し、その緊急性

や優先性、雇用効果などを総合的に勘案し、

決定をしたところであり、今後国の交付金な

どの事業の選定に当たっては、市民や関係団

体等のニーズを十分に考慮してまいりたいと

考えております。 

次に、施行令改正に伴う入居者への影響等

についてでありますが、平成２０年度で申し

上げますと、既存入居者９４５世帯のうち家

賃に影響が出ない世帯は約６７％６３４世帯、

家賃が減少する世帯は約１６％１５５世帯、

家賃が増加する世帯は約１７％１５６世帯と

なる見込みであります。 

なお、旧政令の１段階で、月収が０円から

１２万３，０００円に該当する７９４世帯の

うち家賃が増加する世帯は約３％２６世帯と

なる見込みであります。 

また、収入区分の変動により新たに高額所

得者となる場合には、５年間は改正前の基準

が適用されることとなります。 

次に、入居収入基準の変更により、市営住

宅への応募ができなくなる世帯は平成２０年

度の応募者から見ると、５世帯程度と考えら

れております。 

●議長林 国夫君 ７番、長谷川吉春議員。 

●７番長谷川議員 １点だけお聞きいたしま

す。いわゆる労働行政の中で、生活保護の申

請の問題ですね。今、全国的にもいわゆる派

遣切り、非正規社員が首切られるという問題

で行き場がなくなる。お金もないし、寝泊ま

りするところもないという事で、仕方ないか

ら路上に寝るかということだとかね。そうい

うことも各市で起きているわけですね。そう

した中で、厚生労働省はそうした場合には、

緊急避難という形であっても各自治体が生活

保護を認めるようにしなさいと、認めなさい

という指示を各自治体にそうした通達が出さ

れていると思うんですよね。そうした扱いに

ついて、本市ではどのような扱いになってい

るのか、その点についてお聞きいたします。 

●議長林 国夫君 市長。 

●市長桜井道夫君 長谷川議員の質問にお答

えします。失業者の保護申請についてであり

ますが、派遣切りによる住所がない方からの

申請があった場合は、居所を定めて申請でき

ることとなっていることから、その場合は関

係機関と連携を図りながら適切に対応して参

りたいと考えております。 
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●議長林 国夫君 ここで２時４０分まで休

憩いたします。 

 

午後 ２時３１分 休憩 

午後 ２時４１分 開議 

 

●議長林 国夫君 休憩前に引き続き会議を

開きます。一般質問を続けます。 

 ８番、米田良克議員。 

●８番米田良克議員（登壇） ２００９年第

１回定例会に当たり、大綱２点について教育

長に質問をいたします。 

１つ目は、議会初日に行われました、教育

行政執行方針についてお尋ねをいたします。

１年間美唄市教育委員会として、どんなふう

に教育行政を進めていくかという、これが具

体的、あまり具体的ではないかもしれません

ね。その大綱が示されて、それに沿って仕事

をされるということでありますので、これに

ついて順次お尋ねします。 

その１つ目は、小中学校教育ということで

あります。この中に「教職員と児童生徒、教

職員相互のより一層の信頼関係」という言葉

が出てまいります。この上に立った学校教育

活動を推進するというふうにあります。その

信頼関係をどう築くかということについて考

え方をお尋ねをいたします。教師が児童生徒

を指導するに際して、信頼関係ができている

ということは基本だと思います。これを築く

ことができれば、日常の教育活動のほとんど

は順調に進む事ができると思います。教師が

信頼されるには、どのような指導姿勢で児童

生徒に接する事が大切というふうにお考えに

なるか、そのことをまずお尋ねをいたします。

そうはなりたくない姿として、子ども達の信

頼を全く得られない場合というのがあります。

これはその原因を教師が自ら静かに振り返っ

て、謙虚な気持ちで自分の指導を反省する、

そういう姿勢が基本だと思いますが、いかが

でしょうか。それで原因がわからない場合は、

仲間の教師達に相談をする、率直な助言をも

らうという、そういう事で方向が見える場合

もあると思います。しかし、なかなか原因が

見つからない事もあります。そういう場合の

解決策をどのようにお考えになるかお尋ねを

いたします。 

また、この方針の中では、より一層の信頼

関係という言葉も出てまいります。そのよう

な状態というのは、どんな指導の中で形成さ

れるのか。これもお尋ねします。今年の方針

は、より一層の信頼関係の上に立った学校教

育活動推進とあります。全ての学校で、より

一層の信頼関係が実態としてあるという前提

とも受け取れるわけですけれども、そういう

受け止め方でよろしいのか、そのこともお聞

きをいたします。 

２つ目は、今お尋ねしたすぐ直後に、「学校

教育活動を推進すると共に、学校支援地域本

部事業の推進により」と出てまいります。こ

れについては、１２月議会で同僚議員の一般

質問で取り上げられた中身もあるわけですけ

れども、改めてその内容について、説明をお

願いしたいというふうに思います。この事業

を具体的にどう推進をし、どの辺りを到達目

標にしているか、そして、学校や教職員がこ

のことにどのように関わるのか、これも質問

をいたします。 

３つ目は、新学習指導要領の移行期の作業



 - 126 - 

ということが出てまいります。新しい学習指

導要領の変更内容の骨格をお尋ねをしたいと

いうことと、移行期の考え方について、その

内容、そして、方針の中にある円滑な移行と

言うものの具体的な姿をお聞きをいたします。 

２つ目は、確かな学力の向上についてお聞

きをいたします。この方針の中には、標準学

力検査や全国学力テストを活用し、学校と一

体となって学習指導の改善を図るというふう

にありますが、これらは１９年２０年と取り

組まれた中身でありますので、その取り組み

の状況と２１年度の計画をお聞かせをいただ

きたいというふうに思います。この記述の中

では、基礎基本の確実な定着とそれらを活用

する力の育成を目指した事業の展開、児童生

徒一人ひとりが学ぶ意義を理解すると共に、

きめ細かな指導により、わかる喜びを実感し、

学ぶ意欲の向上や学習習慣の定着が図られる

よう努めると、全くそのとおりだというふう

に思います。しかし、標準学力検査や全国学

力テストを活用して、１９年２０年と取り進

められた具体的な状況、それをお聞きをした

いということです。それからもう１つは、総

合的な学習の時間の取り組み内容をお尋ねを

いたします。移行期の取り組みによるという

ことで言えば、時間数の変更もあるかと思い

ますが、概括的な取り組み内容をお尋ねしま

す。キャリア教育についても説明をお願いし

ます。 

３つ目として、豊かな心の育成についてお

尋ねをいたします。少し古いんですが、平成

８年度の執行方針を見たんですが、この中に

は、「特別活動については、望ましい集団活動

を通して、自主的実践的な態度を育てること

が大切です。この為、教職員と児童生徒及び

児童生徒相互の人間的触れ合いを基礎とした

学級活動、児童会、生徒会活動やクラブ活動

を積極的に進めるための指導に努めると共に、

家庭や地域社会との連携を深めて、各学校の

創造的で特色ある活動を推進する」、というこ

とが書かれてあります。今回の方針には、学

級活動、児童会・生徒会活動などに触れた部

分がありません。これらについての考え方を

お尋ねをしたいということです。この豊かな

心の育成については、方針の３ページに書か

れておりますけれども、ここで触れられてい

る中身と今申し上げました特別活動に関する

内容、この関わりがどんなふうにお考えにな

っておられるのか、そのことをお尋ねをいた

します。 

次に、健やかな体の育成という項目があり

ます。子ども達が自ら喜びながら健やかな体

を育成することになるものとしては、学校と

は関係ないんですけれども、遊びがあります

ね。子どもは遊ぶのが仕事だという言葉もあ

ります。学校教育と直接関わらないんですけ

れども、この遊びというものについての考え

方をお聞きをしたい。そして、この項目の中

にある新体力テストの実施というふうにあり

ますが、この新体力テストを必要とする考え

方についてお尋ねをいたします。 

次に、５つ目として、信頼される魅力ある

学校づくりという項目についてお聞きをいた

しますが、その１つは、学校評価の充実によ

り、学校運営の改善に努めるという事で、信

頼される魅力ある学校づくりというものと、

学校評価を充実させるということとの関わり

についてお聞きをしたいということです。 
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２つ目は、地域ぐるみの危機管理体制の確

立という事があります。これについても学校

の関わり方ですね。これについてお尋ねをい

たします。 

それから、特別支援教育でありますが、障

害のある子ども達のニーズに応じることは、

私は、安心して登校ができる、そして安心し

て学習ができるということだと思いますけれ

ども、その体制づくりに取り組む姿勢をお聞

きをしたいということです。 

３つ目は、教職員の研修機会の充実という

ことが取り上げられております。これは、こ

ういうふうに表現されています。「このため、

校内研修の充実や、学校職員評価制度の活用

を通して、個々の教職員の意欲をより高める

とともに」というふうにあります。校内研修

の充実は理解をいたします。ただ、学校職員

評価制度の活用が、個々の教職員の意欲をよ

り高めるということになるということには甚

だ疑問を感ずるところです。これは、昨年の

６月議会だったでしょうか、一般質問で取り

上げさせて頂いてお尋ねをいたしましたが、

学校職員評価制度が行われることによって、

かなり負担が具体的に増えるという内容だと

いうふうに理解をしておりますので、この事

の充実、活用ということが研修意欲の高まり

につながるというふうにはなかなか理解し難

い、その点をお尋ねをしたい。そして、ほか

のことも書かれておりますけれども、私は前

にも現在の学校の教職員が極めて多忙の毎日

を過ごしているということを取り上げてお聞

きをしました。１２月議会でも同僚議員がこ

の問題を取り上げられましたけれども、何と

言っても日常的に非常に仕事の上で余裕がな

い、こういう状況の中で意欲を持って研修に

取り組むというのは大変難しいというふうに

考えるわけです。そういう多忙化する日常で、

資質の向上を図るということの可能性をどの

ようにお考えになっているか、お聞きをした

いということです。 

大綱２点目は、卒業式、入学式のあり方に

ついて、お尋ねをいたします。 

その１つ目は、日の丸・君が代の強制につ

いてであります。これも１２月議会でも取り

上げさせていただきましたが、まず、卒業式、

入学式の意味とその内容について考えてみた

いというふうに思います。卒業式というのは、

卒業する児童生徒、そして入学式は新たに入

学する児童生徒が中心になる行事、主人公の

行事ですね。卒業式では、小学校であれば、

一人ひとりの子どもが６年間のいろいろな思

い出、親しんだ担任の先生や学級の友達との

別れ、今思い出に変わろうとしている校舎や

グランド、初めて経験する複雑な思いの中で

の別れというもの、一方、６年間という時間

を終える達成感、４月から始まる中学校での

生活への期待と不安、自分に関わってくれた

人達へのさまざまな思い、感情としては喜び、

満足、希望、不安、別れの悲しみ、感謝、期

待など複雑に入り混じったものがあると思い

ます。保護者の方々としては、６年間の、あ

るいは誕生からの１２年間の体験や思い出で

一気に胸がいっぱいになる。大きな喜びは当

たり前として、思えば実に多くのドラマがあ

ったことをかみしめる、我が子への心からの

祝福と我が子を称える気持ち、この子の成長

に関わって来れたことへの感謝などがあるか

と思います。学校としては、この最大の行事



 - 128 - 

を全体の祝福の気持ちをどう表現するか、会

場はもちろん、玄関、廊下、校門の看板まで

どんなふうにあるべきかを考えて準備をする

わけです。在校生や先生方の祝意が表れる式

での組み立てをする。前日までに準備を進め

る子ども達の歌の練習や、式を組み立てる流

れの練習などが重ねられて、段々と完成され

た卒業式に近づいていき、そしてその喜びの

日を迎えるということになりますね。中学校

であれば、３年間を振り返ったときに、友達

と心を通わせた日々、学習が難しかったこと、

受験で悩み考えたこと、思い出がいっぱいに

詰まった修学旅行、練習の苦しみをみんなで

乗り越えた部活動、親との苦い経験などなど、

短い３年間ですが、たくさんの自分の歩みの

跡がそこにはあると思います。そして今日最

後にそれぞれの道へ向かって進む為の別れと

いうものがあるということです。 

入学式では、卒業生を送り出した学校が、

新しい年に新しいメンバーを温かく迎える、

これも学校としては大きな行事です。小学校

は、学校という場に初めて自分を置く子ども

達を、安心と喜びを感じてもらうように迎え

入れるために学校を挙げて努力をします。１

年先輩の新２年生が、１年前の自分達の経験

を胸に、先頭になって心からの歓迎をします

ね。参加されている保護者の皆さんが安心し

てこの学校なら我が子を預けることが出来る

と、そう思ってもらうことも大切です。会場

になる体育館をどのように設営するか、新入

生の笑顔を思いながら、知恵を絞り工夫を凝

らすと思います。 

中学校のことまで言いませんが、このよう

な卒業式あるいは入学式の中に国歌斉唱とい

う形で君が代が入ります。そして会場には、

周囲の設営飾り付けとは関係なく、日の丸を

中心に３旗が下げられます。学習指導要領に

そのことがあるからという理由です。卒業式

のあるべき形や内容からの発想ではないと私

は思います。国旗国歌法の制定や、学習指導

要領における記述の変化などを見る時に、教

育的な考え方は残念ながらほとんど見えませ

ん。国旗国歌法の制定直後からの全国での一

斉の強制の動き、突出した東京の状況、教育

の場で地域性を考え、学校それぞれのあり方

論議を経て方向を探るような動きは皆無で、

問答無用の権力行政むき出しのものだったと

思います。全国的に見れば、この問題で議論

することすら諦めてしまっている状態が一般

的です。卒業式、入学式では無条件で日の丸

が会場の中心に掲げられ、全員起立で君が代

を斉唱する。小学校入学から、この経験を積

み重ねた子どもはどんな大人になっていくで

しょうか。何事であれ、異論があればそれを

口に出し、自らの考え方で行動する、そのこ

とを教えないまま成長していいのでしょうか。

日の丸・君が代は絶対の存在であると、この

ように考える大人になったら、大日本帝国憲

法下の天皇制国家と同じことになります。こ

れらについて考え方をお尋ねをしたい。 

もう１つは、憲法と１９４７年にできた教

育基本法、現在の教育基本法とは違いますね。

日の丸・君が代の強制の関係についてお尋ね

します。日本国憲法は、国民主権を柱にすえ

ています。１２月にも申し上げましたが、日

本国憲法の誕生は、憲法改正による形はそう

ですね、憲法改正によるものですが、実際に

は全く新しい憲法の誕生で、求める理念も大
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日本帝国憲法とは別物の新しい国の姿になり

ました。思想良心の自由も保障しています。

２年３カ月前に強行された教育基本法改正は、

そのよりどころとなる憲法が何の変化もない

のに、勝手に下位の方だけを変えるという極

めて乱暴な行為でした。内容は、憲法の理念

を消したり、捻じ曲げたりする信じがたいも

のとなりました。この歴史に残る悪行の指揮

をとったのは、あの安倍総理でした。勝手な

思い上がりと郵政選挙で生まれた３００議席

の衆議院での圧倒的な優位を利用して、多く

の教育関係者の反対や慎重審議の声を無視し

ての強行でした。強引な国会運営はこの後も

続き、国民の多くは安倍総理と彼のお友達内

閣の危険な性格を見抜きました。７月の参議

院選挙では、歴史的な大敗を喫し、現在のね

じれ国会と呼ばれる状態をつくることになり

ました。選挙に敗れた責任をとることもなく、

総理の座に居座り続けた安倍さんは、間もな

く過去に例のない無様な退陣をすることにな

りました。彼が声高に唱え続けた憲法改正は、

その後、誰も口にしなくなった。今はそうい

う状態です。 

１２月にも申し上げたことと重なって申し

わけないんですけれども、こんな乱暴な政治

手法によって誕生した現行教育基本法ですが、

法は法として扱われ、判例教育三法の改正も

行われ、改正教育基本法の精神を受けた学習

指導要領の改訂も行われました。これがその

移行に入るということですね。昨年取り上げ

ました教員免許の１０年での更新制度もこの

関連法改正によるものです。これまで何の問

題もなく運用された制度が突然変わってしま

って、時間と費用をかけて講習を受けなけれ

ば、教員が続けられなくなったんですね。合

理的な理由づけは全くありません。こんな理

不尽なことが法の名で行われていいとは思い

ません。改定学習指導要領も多くの問題を抱

えています。愛国心だけの問題ではありませ

ん。これまでの議論で、この日の丸・君が代

をめぐる議論で、学習指導要領に規定されて

いるからとの考え方が教育長から述べられて

きました。しかし、それを言うなら憲法を守

る考え方が第１に来なければならないと私は

思います。子どもも大人も、一人の人間とし

てその人権を尊重する、これが大前提になる

はずです。卒業式、入学式での日の丸・君が

代の強制は、これを受け入れ難い人にとって

は、考えの否定であり、気持ちを踏みにじら

れるに等しいものです。教師であっても、自

らの思想良心に反する行動を強制されるべき

ではありません。日本国憲法の精神を尊重し

て、強制による実施はしないとの判断を求め

たいと思います。いかがでしょうか。 

●議長林 国夫君 教育長。  

●教育長板東知文君（登壇） 米田議員のご

質問にお答えします。 

 初めに、小・中学校教育についてでありま

すが、信頼関係づくりについてでありますが、

教職員が児童生徒との間で信頼関係を築くた

めには、受容と共感の姿勢を基本にして、子

どもの側に立った指導を行うことが大切であ

ると考えております。 

 また、教職員相互の信頼関係づくりのため

には、情報を共有し、一人で悩みを抱え込む

ことなく、気軽に相談することができる風通

しの良い職員室づくりが重要であります。そ

のため、校長・教頭が率先して教職員に声を
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かけ、信頼関係を積極的に構築していくよう

努めてまいります。 

 次に、学校支援地域本部事業についてであ

りますが、地域の力やボランティアの活用に

より学校を支援し、教職員の負担を軽減する

ことにより、教師と子どもが向き合う時間の

充実を図っていこうとするもので、平成２０

年度から３カ年の国からの委託事業として取

り組むものでございます。本市においては、

昨年１２月に国からの採択を受け、南美唄を

モデル地域として取り組みを開始したところ

であり、２０年度事業としては、実行委員会

の立ち上げ、事業内容の理解、ボランティア

登録への啓発、周知活動に取り組んだところ

でございます。事業の組み立てとして、１つ

には、学校を中心とした地域にあるさまざま

な関係団体のつながりを強化し、青少年の育

成事業や、地域の見守り、環境整備などの支

援に結びつけていくこと。 

また、２つ目には、学校が求める人材の発

掘や養成を行い、ボランティアにより学校を

支援していくデータバンクを構築していくこ

とを考えており、この２つを柱として平成２

１年度、２２年度の２カ年で、旧西美唄中や、

旧茶志内中を含めた中学校区を単位とした６

地域に活動を広げていこうとするものでござ

います。 

次に、新学習指導要領の移行期についてで

ありますが、平成２１年度から移行期間に入

り、小学校は平成２３年度、中学校は平成２

４年度から新学習指導要領が完全実施されま

す。これは、現行学習指導要領から新学習指

導要領にスムーズに移行するための措置であ

り、できることから先行実施することを基本

とし、道徳教育、特別活動、総合的な学習の

時間は２１年度から、理科、算数、数学は一

部を追加して実施します。 

また、小学校は５、６年生に新設される外

国語活動は、美唄市では２１年度１０時間程

度、２２年度２０時間程度を先行実施してま

いります。新学習指導要領における生きる力

の育成という基本理念は変わらず、確かな学

力、豊かな心、健やかな体の調和を重視して

おります。特に各教科における基礎的、基本

的な知識・技能の習得や、それらの活用を図

る学習活動を充実する観点から、授業時数が

増加されます。 

次に、確かな学力の向上についてでありま

すが、初めに、標準学力検査や全国学力学習

状況調査の取り組み状況につきましては、各

学校ごとに自校の分析、考察を行い、学校改

善プランを作成して、学習指導の改善を図っ

ております。平成２１年度につきましては、

標準学力検査実施４年目となり、初回受験し

た児童生徒が２回目の受験を迎えることから、

プロジェクトチームを立ち上げ、これまでの

学習指導の改善状況の検証を行うこととして

おります。 

次に、総合的な学習の時間についてであり

ますが、授業時数が段階的に縮減されること

から、各小中学校においては、これまでの実

践を整理して、目標に照らし合わせながらの

活動内容の見直しが必要になります。 

また、中学校におけるキャリア教育につい

ては、生徒の職業観や労働観の育成を目指し

た職場体験学習として、市内外の企業や事業

所等と連携しながら進めているところでござ

います。 
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次に、豊かな心の育成についてであります

が、学校教育において豊かな心を育成する為

の大きな柱は、全教育活動で行われる道徳教

育と、児童生徒の受講指導力の育成を図る生

徒指導であると認識しているところでござい

ます。 

また、学級活動や児童会、生徒会活動、ク

ラブ活動等の特別活動につきましても、他者

との関わりを通して個性を伸長し、豊かな人

間性や社会性、自立性を育てるものと考えて

いるところでございます。 

次に、健やかな体の育成についてでありま

すが、子どもにとっての遊びは体力、運動能

力を始め、人間関係づくりや社会性、自主性

や創造性などを培う大切な時間であり、心身

の健やかな発達にとって無くてはならないも

のと認識しているところでございます。 

また、全国体力運動能力運動習慣等調査に

つきましては、各学校が、各児童生徒の体力

の状況を把握し、児童生徒への教育指導の改

善等に役立てるものと考えているところでご

ざいます。 

次に、信頼される魅力ある学校づくりにつ

いてでありますが、初めに、学校評価の充実

により、開かれた学校づくりがより一層進め

られることが大切であると考えております。

この為、学校が自ら保護者や児童生徒の思い

や願いを把握し、評価することにより学校改

善に役立てるとともに、地域にとってより学

校を身近に感じてもらえるよう、学校が教育

活動情報を広く発信していくことが、信頼さ

れる魅力ある学校づくりにつながっていくも

のと考えております。 

次に、地域ぐるみでの危機管理体制の確立

につきましては、学校を中心とした、地域関

係団体等の連携が重要となってまいりますの

で、学校支援地域本部事業の取り組み等を通

じて、地域全体で子どもを見守り、育む取り

組みを進めてまいりたいと考えております。  

次に、障がいのある子どもへの対応につき

ましては、学校において個々のニーズをしっ

かりと把握し、対応を行うということが大切

であると考えております。この為、市内学校

関係者、保育所、幼稚園、行政関係者等で組

織し、特別支援教育に関する研修や個別支援

について検討を行う、美唄市トータルマネジ

メント連携協議会の機能の活用や、美唄養護

学校との連携により、障がいのある子ども達

への支援の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。 

次に、教職員の研修機会の充実についてで

ありますが、学校職員評価制度につきまして

は、教職員それぞれが１年間の目標を設定し、

校長等との懇談や指導・助言を通して、自己

の取り組みを客観的に把握することにより、

自己啓発に結びつけることなどを狙いとして

おります。この取り組みが適切に行われるこ

とにより、学校職員の意欲や資質が高められ

るとともに、学校内における信頼関係がさら

に構築され、学校の活性化が図られていくも

のと考えております。 

次に、研修につきましては、児童生徒の指

導に携わる教職員は、専門職として自らの資

質向上を図ることが必要であると考えており

ます。 

また、長期休業中の研修につきましては、

積極的に推進すべきものと考えております。

その実施に当たっては、その教員に必要であ
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るか、研修としてふさわしいものであるかと

いう視点から、校長の承認を得て行うものと

考えております。 

次に、国旗・国歌についてでありますが、

卒業式は、卒業生の巣立ちに際して、これま

での学業に努めた成果を認め、これからの前

途を祝福する場であり、また、入学式は、新

入生にこれからの学生生活に希望を持たせる

場であると考えているところでございます。

これらの学校行事は、児童生徒はもとより、

教職員、保護者、地域の皆さんにとって、大

きな節目として、思い出に残るものであり、

その目的や意義を踏まえて実施することが重

要であります。 

次に、学校教育における国旗・国歌の取扱

いにつきましては、法令に基づき適正に実施

することが大切であると認識しているところ

であります。もちろん憲法につきましても、

教育基本法の前文においても、「ここに我々は

日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来

を切り開いていく教育の基本を確立し、その

振興を図るためこの法律を制定する」とあり、

日本国憲法を遵守するのは当然の前提だとい

うふうに考えているところでございます。 

●議長林 国夫君 ８番、米田良克議員。 

●８番米田良克議員 一通り答弁をいただき

ましたが、大体もう一度お尋ねをさせていた

だきます。 

 １つ目の小中学校教育についてであります

が、信頼関係ということで考えますと、学校

における校長の果たす役割が大変大きいとい

うことを常々申し上げてきました。そのため、

校長の考え方というものが職員の気持ちに通

じるものがあるかどうか、それによって信頼

関係が築かれていくかどうか、これが決まっ

ていくというふうに私は思っています。この

考え方について、どのようにお考えになるか

お尋ねをいたします。 

 それから、学校支援地域本部事業ですが、

言われている事柄については理解しました。

この事業が、南美唄地域で既に着手されてい

るということでありますけれども、これが市

内全体に広がるということになるわけで、こ

の事業を進めるために新たな負担が学校にか

かるということになれば、一層教職員の多忙

化が進むということになるわけでして、そう

ならないということにすべきだと思いますが、

この点についてはいかがでしょうか。 

 それから、小学校の外国語活動について、

具体的に始まるということを今お聞きをしま

した。従来、小学校では外国語指導をすると

いうことは、行なわれていないわけでありま

して、美唄の小学校での準備の状況がどんな

ふうになっているか、そのことをお尋ねをし

たいというふうに思います。 

 次は、確かな学力の問題ですね。標準学力

検査のことをお聞きをしました。もう１つは、

全国学テですね。正式な名前ではありません

けれども、私は、これを続けるということに

ついては、ちょっと意義が認めがたいという

考え方を持っておりまして、過去にも申し上

げましたが、中止すべきでないかというふう

に考えています。この点について改めて考え

方をお尋ねしたいというふうに思います。 

それから、豊かな心の育成についてです。

これは、豊かな心の育成という言葉、確かな

学力とか、言葉で表現していきますけれども、

豊かな心の育成ということについては、学級
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活動ですね、それから児童会、生徒会の、児

童会、生徒会とくくって言ってしまいますけ

れども、その内容は、かなりいろいろな分野

にわたると思います。非常に幅の広いもので

す。それから、クラブ活動とこういうものが

大きな意味を持つというふうに考えています。

今回の教育行政執行方針でそれらについて触

れられていないということについては、ちょ

っと疑問を感ずるわけなんです。それで、そ

の点についていかがかなということをお尋ね

をしたいということです。 

 これは、改めて申し上げますが、「豊かな心

の育成につきましては、道徳教育や生徒指導

の充実を図るとともに、自然体験やボランテ

ィア活動など、地域の人々と多様に触れ合う

機会の充実に努めてまいります。また、いじ

め、不登校、問題行動などに対応するため、

命を大切にする教育を推進するほか、児童生

徒の小さな変化を的確に捉えるための教育相

談機能の充実を図り、問題の早期発見、早期

対応に向けて、学校、家庭及び関係機関の連

携強化に努めてまいります。」後段の部分のい

じめ、不登校、問題行動などへの対応という

ことでは、今この問題これらの対応を避けて

通ることはできないという状況だということ

は十分承知しています。これらについては、

なんら私としても異議を申し上げるつもりは

ありません。ただ、前段の豊かな心の育成に

ついては、道徳教育や生徒指導の充実を図る

ということが、まず一番先に出てくるわけで

すね。私が子どもの親だとして、そして我が

子の学校生活に何を望むかということを考え

たときに、毎日学校へ喜んでいくと、できる

だけ早く学校へ行こうという事で、喜んで行

くということは、子どもが喜ぶ要素が幾つも

あるということだと思うんですね。これが豊

かな心を育てるということの教育に対する学

校の構えとして、まず道徳教育であるという

ふうに出てくるというのは、何とも抵抗があ

るということなんですね。ただ、道徳教育と

いうのは非常に広い意味を持つということも

承知はしています。とかくはその道徳教育と

言うと、その時間割の中に組み込まれた道徳

の時間というものをどうしても考えがちなも

のですから、あるいはそういうことではない

のかもしれません。それから、生徒指導とい

う言葉も、かつては生活指導という言い方を

したんですけれども、それが生徒指導という

言い方に変わってきたんですね。それは経過

があるわけですけれども、そうすると、子ど

もの育ちを待つというよりは、指導が先行す

るという感じが、この言葉にもやっぱりある

んですよね。私の経歴からする抵抗感という

のが、そこにはあるかもしれません。ほかの

方とは違うものが。ただ、どうしてもさっき

親が何を望むかというふうになったときに、

喜んで行くということは、子どもが学校で伸

び伸びと活動できることだと思うんです。伸

び伸び活動するということを道徳教育という

もの、あるいは生徒指導というのはどうして

も一定の枠があると、枠付けの中で子どもを

指導しようという感じがぬぐえないというも

のがあるものですから、それよりは、やっぱ

り学級活動とか、児童会、生徒会活動とか、

クラブ活動とか子ども達が自分達でつくり上

げていく活動というものに、もっと力が注が

れるということが基本ではないかなと、そう

いう疑問を持つわけなんですね。それでそこ
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の考え方をお訪ねをしたいということです。

これも昨年と大した変わらないんです。ただ、

新学習指導要領では、やはり道徳教育に力が

入るようになってきているんですよ。学習指

導要領が変わることによって、やっぱり各教

育委員会が打ち出す方針にも変化が見えてき

ているという部分もあるかと思います。その

辺の考え方をお聞きをしたいということです。 

それから、次の健やかな体の育成の問題で

すが、今いただいた答弁について何の異議も

ありません。美唄はそこまで当てはまるかど

うかわからないですけれども、よく言われる

ことは、今の子どもには遊びの時間が少ない。

子どもはうまく遊んでいるのかもしれません。

遊んでないように見せかけて。子どもという

のはそこら辺はなかなかうまいですから、し

かし、やっぱりもっと子どもが少なくなった

というのもあるかもしれませんね。街灯で遊

んでいる子どもがほとんどいないというのが

実態だと思うものですから、遊びの時間とい

うものを、子供たちが持つというのはなかな

か難しいかなとも思うんですけれども、美唄

の子どもたちについては、まだ深刻な状態で

はないよというふうに受け止めていいのか。

その辺、教育委員会として、どんな受けとめ

方をされているのかお尋ねをしたいというこ

とです。それから、信頼される魅力ある学校

づくりのことですが、開かれた学校にすると

いうことに依存はありません。ただ、教師の

学校評価の充実によりというくだりで、ちょ

っと質問させてもらったものですから、さっ

きもちょっと言いました学校職員評価制度と

いうのが始まったんですね。 

それから、給与について言えば、査定昇給

制度というのが始まって、これも評価の対象

になるということで言えば、教師の周囲には、

評価、評価、評価というものが幾つも一気に

表れたという感じなんですね。これも改正教

育基本法と関わりがあるのかなと、一々検証

していませんけれども、そういう疑問もある

んですけれども、常に評価されるということ

を考えながら活動しているということになれ

ば、それは、教師が伸び伸びと活動するとい

うことにはならないのではないかと、常々申

し上げていますが、教師が伸び伸びしない学

校で子どもが伸び伸びはしないと。親の願い

は、やはり子どもが伸び伸びと学校で活動し

てほしいということだと、そういう点であま

り評価、評価というのはいかがなものか、心

配しなくていいのかなと、そういう懸念を持

つという事でお尋ねをしております。 

それから教職員の研修の問題です。今答弁

をいただきましたけれども、私は今のような

答弁ではちょっと賛成しかねるという気持ち

でおります。果たして本当に学校職員評価制

度は、今のお話のように機能するんだろうか

と、これは甚だ疑問だなという事ですね。学

校の中での信頼関係の実態というものを含め

て疑問があります。ということで、もう一度

お尋ねをしたいということです。 

それから、卒業式、入学式の問題ですが、

常々言われる学習指導要領については、何回

も申し上げていますから、余り言いませんけ

れども、大綱的基準ならば認められますよと

いう考え方、私はその旭川学テ裁判での最高

裁判決をよりどころにしたいという考え方に

立っています。ただ、その後、最近の裁判の

動きで言えば、卒業式、入学式での不起立と
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か歌わないとか、こういう問題の裁判では、

新たな判決が出ている。それは、歌うことや

起立を求めることに問題はないということを

最高裁が言っているんですね。教育委員会が

求めても、校長が求めても、それは問題では

ないという事で、訴える側からすれば、敗訴

という結論が出ています。私は、この最高裁

判断については、小法廷判断ですけれども、

憲法に真正面から取り組んだ判決とは思えな

い、かなり政治的な色合いがあるんではない

かなと、私自身はですよ、そういう考え方を

しています。日本国憲法のもとで、日本人と

して育ってもらう、そういう姿勢で教育を行

うということになるのであれば、憲法の精神

をしっかり受け止めた日本人として育てるべ

きだというふうに思います。自分の考えを持

つ、それに従って行動できる、場合によって

は主張もできる。そういう一人の国民に育て

なければならない、間違っても強制による指

導、指導という言葉が当たるかどうかわかり

ませんけれども、これをすべきではないとい

うふうに考えます。教師についても、個々の

考え方は尊重されるべきが当然だというふう

に考えますが、そのことを改めてお尋ねをし

たい。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長板東知文君 米田議員のご質問にお

答えします。 

 初めに、小中学校教育についてであります

が、初めに、教職員相互の信頼関係づくりに

つきましては、校長は学校の最高責任者とし

て、自らリーダーシップを発揮し、学校の教

育目標達成に向けて、教職員に指導、助言し

ながら信頼関係を構築することが重要であり

ます。その為に、日常的に教職員とのコミュ

ニケーション、意思疎通に努め、教職員個々

の考えを把握しながら、校長の経営方針の共

通理解を図るよう、校長会や学校訪問等あら

ゆる機会をとらえて指導としてまいります。 

 次に、学校支援地域本部事業につきまして

は、教職員が子どもと向き合う時間を確保す

ることがこの事業の目指す大きな目的である

ことから、地域の関係団体等に事業趣旨の理

解を図りながら、全市的に展開してまいりた

いと考えているところでございます。 

 次に、小学校における外国語活動につきま

しては、昨年１１月に空知教育局が、また、

１２月に市教育委員会が研修会を実施したと

ころであり、各小学校では、それを踏まえて

校内研修を行い、現在、教育課程の編成をほ

ぼ終えている状況にございます。 

 次に、確かな学力の向上についてでありま

すが、全国学力学習状況調査につきましては、

国においては、全国的な義務教育の機会均等

と水準向上のため、生徒児童の学力や学習状

況を把握分析し、結果を検証し改善を図るこ

と。各教育委員会、学校等においては、全国

の状況との関係において自らの教育の結果を

把握し、改善を図ること。また、各学校にお

いては、各児童生徒の学力や学習状況を把握

し、教育指導や学習状況の改善等に役立てる

ことをそれぞれ目的に実施しているところで

あります。このため、各学校においては国や

道レベルの調査結果を踏まえ、自校の児童生

徒の結果を分析考察して、指導改善を図って

いるほか、各児童生徒に対し、自身の学力や

学習状況を把握し、改善に役立てることがで

きるよう、結果の個人データを配布している
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ところでございます。このように、調査結果

が各校に還元され、教育指導や児童生徒の指

導に活用されることから、本調査を行う意義

があるものと考えているところでございます。 

次に、豊かな心の育成についてであります

が、学級活動や児童会、生徒会活動、クラブ

活動等の特別活動は、望ましい集団活動を通

じて、他者との関わりの中で、個性を伸長し、

豊かな心の育成に大きく関わるものと認識し

ているところでございます。教育委員会とい

たしましては、学校の全教育活動で行える道

徳教育の中に、特別活動における豊かな心の

育成の観点も含めて捉えているところでござ

います。 

次に、健やかな体の育成についてでありま

すが、本市においては、大都会と比べて遊び

の時間が確保されずらい状況には至ってはい

ないものの、子どもの数の減少とともに、屋

外で遊ぶ子どもの姿は確実に少なくなってい

るものと認識しているところでございます。

遊びを通じて子ども達が学ぶものは大変大き

いことから、遊びやすい環境を整えていくこ

とは大切なことであり、地域の教育力を高め、

子ども達を地域ぐるみで育んでいくことが必

要であると考えているところでございます。 

次に、信頼される魅力ある学校づくりにつ

いてでありますが、学校評価につきましては、

個々の教職員を評価することが目的ではなく、

開かれた学校づくりの観点から、広く地域保

護者に情報発信しながら、学校教育を理解し

ていただき、地域や保護者の願いや要望を把

握しながら、学校改善に役立てるものと考え

ているところでございます。 

次に、学校職員評価制度についてでありま

すが、この制度については、専門職としての

教職員、個々の資質を高めることを目的とし

て実施されているものであり、それぞれ一人

ひとりが１年間の目標設定をしっかりと行い、

それに向けた取り組みのあり方について、校

長等から指導助言を受けながら進めていくも

のであります。このような取り組みの中で、

校内におけるコミュニケーションが図られ、

教育活動への意欲が向上していくものと考え

ているところでございます。 

次に、国旗・国歌についてでありますが、

学習指導要領の総則におきまして、豊かな心

を持ち、伝統と文化を尊重し、それらを育ん

できた我が国を愛し、個性豊かな文化の創造

を図るとともに、公共の精神を尊び、民主的

な社会及び国家の発展に努め、他国を尊重し、

国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し、

未来を拓く主体性のある日本人を育成すると

述べられております。したがいまして、自国

の国旗や国歌を適切に指導することにより、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に貢献

する人間を育成することができるものと認識

しているところでございます。 

●議長林 国夫君 ８番、米田良克議員。 

●８番米田良克議員 幾つかもう一度質問い

たします。 

学力テストの問題です。各学校についての

効果と言いますか意味合いを答弁されました。

これは結果として、やはり、全国規模でしっ

かりテストをやったわけですから、その結果

が各学校に、あるいは個々の子どもに還元さ

れるという場面として出てくるというのは、

それは当然のことかなというふうに思います。

ただ、元々そういうことを各学校が求めてい
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たわけでは決してないと思います。テストを

やったからにはそういうことをしなきゃなら

んということかなということを思います。 

それと、これは昨日の北海道新聞なんです

が、日曜日に本のことをいろいろ紹介する欄

があります。現代読書ナビとかというタイト

ルがついていますけれども、そこで「まち場

の教育論」という本と、「全国学力テストその

功罪を問う」と、２冊の本が紹介されていま

す。紹介している人は教育評論家の尾木直樹

さんという人なんですね。その中で、学テの

問題のことをちょっと紹介したいと思うんで

す。 

これは「全国学力テストその功罪を問う」

という、岩波で出した本についての紹介なん

ですけれども、全国学力テストのメリットデ

メリットを教育社会学的視点からとらえる、

志水宏吉という人が著者なんですが、全国悉

皆調査は１０年に１回でよく、途中５年目位

に教育課程実施調査をやれば十分で、むしろ

データ分析に力点を置けと主張する、政治主

導のテストや競争のための結果公表は下位自

治体の自尊感情を傷つけるだけで効果はなく、

断固すべきでないと明言する。一部分ですけ

れども、そういう紹介の仕方を尾木さんはし

ています。 

もう一冊の「まち場の教育論」についても、

いわゆる競争をあおるアメリカ流の新自由主

義の考え方というものについては、これも教

育にどんどん取り入れられてきたけれども、

それは決して正しくないということでの紹介

をされています。私はやはり、例えば大阪の

知事の動き、あれはあれで評価される方もい

らっしゃるかもしれません。私は全く反対だ

なという考え方で見ていますし、それから秋

田県の動きとか、やはり、本来でないですね。

元々文科省が考えていた調査の流れに沿った

ものじゃない動きがそれぞれの自治体で勝手

に出てくるということですね。そういう状況

もあるわけで、そういう問題をはらんでいる

という事は、既に４０年以上も前に実証済み

なんですね。ですから、これはやはりやめる

べきだという事を改めて申し上げなければな

らないということなんです。地方教育委員会

としての判断というものが活きる場面であり

ますから、私は改めてそれを求めたいという

ふうに思いますのでお考えをお聞きしたい。 

それから、豊かな心の問題では、特別活動

の意義を認識されておられるということにつ

いては、それはそれで結構だというふうに思

います。ただ、特別活動を大枠道徳教育の中

においてという考え方は、やはり同感すると

いうか賛成はできないという考え方なので、

もし、何かありましたらお尋ねをしたい。 

それから、教職員研修です。評価制度はと

いうことで教育長から答弁がありましたけれ

ども、基本的には教職員の管理統制強化とい

う意味合いがあると私は思っています。それ

は、管理統制下に置くべき場所として学校は

最もふさわしくない場所なんですね。それは

教育とか、学校のあるべき姿には完全に逆行

するものではないかということです。むしろ

信頼関係を基本にした学校という、教育長が

述べられたそういう部分で是非追記をしてい

ただきたいと思いますし、それから、何と言

ってもさっき申し上げた、勤務実態ですね、

積極的な改善を図っていただきたい。そうす

ることによって、研修をする気持ちのゆとり
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が出てきて、やはり子ども達に還元できるい

い勉強をしなきゃという気持ちになって、先

生方が努力をされるのではないかというふう

に思うんですね。教育委員会はぜひそういう

条件整備に努力をしていただきたいと思いま

すけれども、その点はいかがでしょうか。 

最後に、日の丸・君が代の問題なんですが、

なかなか議論がかみ合いません。これは毎回

そうなんですけれども。 

１つだけお聞きしたいんですが、タイトル

が「高校生からわかる日本国憲法の論点」と

いう本があるんです。伊藤真という人が書い

ているんですけれども、伊藤真さんという人

は、いわゆる法学者とかそういう立場の人で

はありません。司法試験の予備校をつくった

んですね。これは大学の法学部から目の敵に

されたんですけれども、ところが抜群の合格

率で司法試験の合格者をどんどん出したとい

う人で、いろいろ法律に関する著作を出しな

がら、今も教育機関、それから各地でいろん

な考え方について述べるという活動をしてい

る人です。この人の本の中にこういうくだり

があります。タイトルはこういうふうに書い

ております。「内心を表明しない自由、個人を

尊重し、その違いを認める人権概念を支える

のが１９条の思想及び良心の自由です。これ

は内心の自由とも呼ばれる重要な人権です。

心の中で何を考えているかは人それぞれ違い

ますし、それは人間の人格を決める大きな要

素ですから、この自由が認められなければ、

個人を尊重したことにはなりません。いかな

る思想や良心を持っていても、それについて

国家がとやかく言うことはできないのです。

とやかく言われる以前に、自分がどのような

思想や良心を持っているかを表明するよう国

家から強制されることもありません。つまり、

江戸時代に隠れキリシタンが突きつけられた

踏み絵のようなものは許されない。それが沈

黙の自由と呼ばれる権利で、憲法１９条は、

それも保障していると解釈されています。何

を考えているかが表に出なければ、その考え

を改めるよう強制されることもありません。

沈黙の自由は、言わば思想良心の自由を守る

為の防波堤のようなものです。」あとちょっと

省略をしますが、「だとすれば、学校の卒業式

や入学式のたびに問題になる、日の丸・君が

代はどうでしょうか。例え法律で国旗・国歌

だと決まっていても、一人ひとりの個人がそ

れに対して、どのような考えを持つかは自由

です。理由はどうあれ国旗や国歌として認め

る人もいれば、認めたくない人もいます。そ

して認めない自由は１９条で保障されるので、

その内心を表明する必要はないはずです。し

かし、君が代を起立して歌うことが全員に強

制されれば、自らの良心に従ってそれを拒否

することで内心が表に出てしまいます。つま

り、日の丸・君が代の強制が国民に踏み絵を

突きつけるのと同じ事で、沈黙の自由を認め

た憲法１９条に反している疑いが極めて大き

いと考えられます。」これは伊藤真さんの考え

方としてちょっとご紹介したんですけれども、

私も、強制にあたるということは、憲法１９

条に違反していると、ですから、強制はやめ

るべきだということを改めて申し上げてお考

えをお尋ねしたい。 

●議長林 国夫君 教育長。 

●教育長板東知文君 米田議員のご質問にお

答えします。 
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 初めに、全国学習学力状況調査についてで

ありますが、その実施目的により、各学校に

おいては、国や道レベルの調査結果を踏まえ

て、自校の児童生徒の結果を分析考察して、

学校改善プランを作成し、学力向上に取り組

んでいるほか、結果の個人データが各児童生

徒に配付され、自身の学力や学習状況を把握

し、改善に役立てることができることとなっ

ております。このようなことから、本調査を

行なう意義があるものと考えているところで

あり、やはり、全ての子ども達の基礎学力を

支えるという、公立学校の基本的使命に即し

て行われるものというふうに考えております。 

次に、豊かな心の育成についてであります

が、道徳教育は、教科指導、道徳指導、特別

活動、総合的な学習の時間等全ての教育活動

を通じて行えるものと考えております。特別

活動は望ましい集団活動を通じて、他者との

関わりの中で個性を伸長し、自己を生かす能

力を養うことを目標としており、その活動に

おける豊かな心の育成の観点も全教育活動で

行われる道徳教育に含めてとらえているとこ

ろでございます。 

次に、教職員の研修についてでありますが、

教職員の研修は、専門職として自ら資質の向

上を図ることが必要であると考えており、そ

の機会の充実や環境づくり、情報提供に努め

てまいりたいと考えているところでございま

す。 

最後に、国旗・国歌についてでありますが、

卒業式や入学式において、適正に実施するこ

とは、あくまでも学習指導要領に基づき行わ

れる教育活動の一環であり、また、それは強

制ではなく、適切に指導するものであると考

えているところでございます。 

 

●議長林 国夫君 以上で一般質問を終わり

ます。 

 

●議長林 国夫君 これをもって本日の日程

は全部終了いたしました。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

 

午後 ３時５５分 散会 
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